
 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付資料５ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

原子炉の安全停止に必要な機能を達成するための 

機器リスト 

添付資料５ 

東海第二発電所における 

原子炉の安全停止に必要な機能を達成するための機器リスト 

添付資料５ 

島根原子力発電所２号炉における 

原子炉の安全停止に必要な機能を達成するための機器リスト 

564



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 添付資料５ 添付資料５ 

・設備の相違（添付資料

５については以後同

じ） 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成が異なる 

565



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

566



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

567



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

568



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

569



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

570



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

571



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

572



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

573



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

574



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

575



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

576



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

577



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

578



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

579



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

580



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

581



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

582



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

583



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

584



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

585



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

586



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

587



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

588



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 

589



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

591



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

592



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

593



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

594



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

595



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

596



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

597



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

598



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

599



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

602



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

603



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

604



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

605



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

607



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

608



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

609



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

611



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

612



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

613



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付資料６ 
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比較について 
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添付資料６ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における  

火災防護と溢水防護における防護対象の比較について 

1．はじめに

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基

準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）第八条（火

災防護）及び第九条（溢水防護）では，それぞれの事象に対して，

「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持する機能」及び

「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能」を損なわないことを要求

している。 

ここでは，火災防護及び溢水防護のそれぞれにおける防護対象

について整理した。 

2．要求事項と選定の考え方 

火災防護及び溢水防護に対する要求事項と防護対象設備の選定

の考え方を第１表に整理した。 

第１表：要求事項と設備選定の考え方 

添付資料 6 

東海第二発電所における火災防護と溢水防護における 

防護対象の比較について 

1. はじめに

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備

の基準に関する規則」（以下，設置許可基準規則という。）第八

条（火災防護）及び同第九条（溢水防護）において，それぞれ

の事象に対し，「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持

する機能」及び「放射性物質の貯蔵，閉じ込め機能」を損なわ

ないことを要求している。 

以下に火災防護及び溢水防護のそれぞれにおける防護対象に

ついて整理した。 

2. 要求内容と選定の考え方

火災防護及び溢水防護に対する要求内容と防護対象機器及び

防護対策ケーブルの選定の考え方について，第 1表に整理する。 

第 1表 要求内容と設備選定の考え方 

添付資料６ 

島根原子力発電所２号炉における 

火災防護と溢水防護における防護対象の比較について 

1. はじめに

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）第八条（火

災防護）及び第九条（溢水防護）では，それぞれの事象に対して，

「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持する機能」及び

「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能」を損なわないことを要求

している。 

  ここでは，火災防護及び溢水防護のそれぞれにおける防護対

象について整理した。 

2. 要求事項と選定の考え方

火災防護及び溢水防護に対する要求事項と防護対象設備の選

定の考え方を第１表に整理した。 

第１表 要求事項と設備選定の考え方 
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3．火災防護及び溢水防護における対象設備の比較 

溢水防護では，「設置許可基準規則第十二条の解釈に示される機

能」を有する対象系統を構成する設備を選定し防護を実施する。

（第２表） 

これに対して，火災防護において「設置許可基準規則第十二条

の解釈に示される機能」を有する対象系統を設置する火災区域又

は火災区画に対して「火災の発生防止」「火災の早期感知」「火災

の早期消火」を実施しているかどうかを 第２表に整理した。 

この結果，火災発生時に機能要求のない系統又は火災の影響を

受けない系統を除く系統に対しては，火災防護に係る審査基準に

基づき「火災の発生防止」「火災の早期感知」「火災の早期消火」

を実施することを確認した。 

3. 火災防護及び溢水防護における対象設備の比較

溢水防護では，「設置許可基準規則第十二条の解釈に記載され

る機能」を有する系統を構成する設備を選定し，防護する。（第

2表） 

一方で，火災防護において「設置許可基準規則第十二条の解

釈に記載される機能」を有する対象系統を設置する火災区域又

は火災区画に対し，「火災の発生防止」，「火災の早期感知」，「火

災の早期消火」を実施するかどうかを第 2表に整理した。 

結果，火災発生時に機能要求のない系統又は火災の影響を受

けない系統を除く系統に対しては，「火災の発生防止」，「火災の

早期感知」，「火災の早期消火」を実施することを確認した。 

3. 火災防護と溢水防護における防護対象の比較

溢水防護では，「設置許可基準規則第十二条の解釈に示される

機能」を有する対象系統を構成する設備を選定し防護を実施す

る。（第２表） 

これに対して，火災防護において「設置許可基準規則第十二条

の解釈に示される機能」を有する対象系統を設置する火災区域又

は火災区画に対して「火災の発生防止」，「火災の早期感知」，「火

災の早期消火」を実施しているかどうかを第２表に整理した。 

結果，火災発生時に機能要求のない系統又は火災の影響を受け

ない系統を除く系統に対しては，火災防護に係る審査基準に基づ

き「火災の発生防止」，「火災の早期感知」，「火災の早期消火」を

実施することを確認した。 
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第２表 ：火災防護及び溢水防護対象として選定した系統 第 2表 火災防護及び溢水防護対象として選定した系統 第２表 火災防護及び溢水防護の対象として選定した系統 ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備の構成が異なる 

617



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

618



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

参考資料１ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

配管フランジパッキンの火災影響について 

参考資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

配管フランジパッキンの火災影響について 

・東海第二は資料１参考

資料５に記載 
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参考資料１ 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における 

配管フランジパッキンの火災影響について 

1．概要

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の火災防護対象機器の

選定において不燃性材料である金属製の配管，タンク，手動弁，

逆止弁等については火災によっても安全機能に影響を及ぼさない

ものと整理している。しかしながら，配管フランジや弁ボンネッ

トフランジについては，漏えい防止のため不燃性ではないパッキ

ン類が取り付けられていることから，燃焼試験により火災影響に

ついて評価を行った。 

2．燃焼試験 

2.1．試験体の選定 

プラント内で安全機能を有する系統で使用されているパッ

キンについては耐熱性の高い黒鉛系のパッキン並びに補機冷

却系等の一部の低温配管フランジには黒鉛系パッキンに比べ

耐熱性に劣るシートパッキン，海水系の配管フランジではゴ

ムパッキンを使用している。よって，熱影響を考慮する必要

があると考えられるシートパッキン及び，ゴムパッキンにつ

いて以下の代表品を用いて燃焼試験を実施する。試験に当た

っては体積が小さく入熱による温度影響を受けやすい小径配

管を模擬する。 

第１表：試験体とするパッキンの仕様 

参考資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

配管フランジパッキンの火災影響について 

1. 概 要

島根原子力発電所２号炉の火災防護対象機器の選定において，

不燃性材料である金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等につ

いては，火災によっても安全機能に影響を及ぼさないものと整理

している。しかしながら，配管フランジや弁ボンネットフランジ

については，漏えい防止のため，不燃性ではないパッキン類が取

り付けられていることから，燃焼試験により火災影響について評

価を行った。 

2. 燃焼試験

2.1. 試験体の選定 

 プラント内で安全機能を有する系統で使用されているパッ

キンについては，耐熱性の高い黒鉛系のパッキン並びに補機冷

却系等の一部の低温配管フランジには黒鉛系パッキンに比べ

耐熱性の劣るシートパッキン，海水系の配管フランジでは，ゴ

ムパッキンを使用している。よって，熱影響を考慮する必要が

あると考えられるシートパッキン及びゴムパッキンについて，

以下の代表品を用いて燃焼試験を実施する。試験にあたって

は，体積が小さく入熱による温度影響を受けやすい小径配管を

模擬する。 

第１表 試験体とするパッキンの仕様 
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2.2．試験方法・判定基準 

試験についてはフランジ部にパッキンを取り付けた状態を模

擬して，パッキンの直下からバーナーによる直接加熱を 3 時間

実施する。加熱後，シート面の外観確認と燃焼によるパッキン

の構成成分の酸化消失の有無を確認するため，熱重量測定を行

い加熱前後で比較する。また，1.0 MPa にて 10 分間の耐圧試

験により漏えいがないことを確認する。 

加熱試験の概要を第１図，試験体の加熱前後の状況を第２図，

熱重量測定の測定箇所を第３図に示す。 

第１図 加熱試験の概要 

第２図 試験体の加熱状況 

2.2. 試験方法・判定基準 

  試験についてはフランジ部にパッキンを取り付けた状態を模

擬して，パッキンの直下からバーナーにより直接加熱を３時間

実施する。加熱後，シート面の外観確認と燃焼によるパッキン

の構成成分の酸化消失の有無を確認するため，熱重量測定を行

い，加熱前後で比較する。また，1.0MPa にて 10 分間の耐圧試

験により，漏えいの無いことを確認する。 

  加熱試験の概要を第１図，試験体の加熱前後の状況を第２図，

熱重量測定の測定箇所を第３図に示す。 

第１図 加熱試験の概要 

第２図 試験体の加熱状況 

試験体 汎用非石綿ジョイントシート ゴム打ち抜きガスケット 

加熱中 

加熱後 

（下面） 
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第３図 熱重量測定の測定箇所 

2.3．試験結果 

2.3.1．汎用非石綿ジョイントシートの試験結果 

各試験について試験結果を以下の第２表に示す。 

第２表 汎用非石綿ジョイントシート試験結果 

第４図に示すとおり，外観確認においてはシート面に変化

は見られなかった。また，熱重量測定について測定結果を第

５図に示す。加熱の前後で変化が見られないことから，ガス

ケット内部の構成成分に焼失等の影響はなく，健全性を維持

できることを確認した。耐圧試験時にも漏えいは確認されな

かった。 

第３図 熱重量測定の測定箇所 

2.3. 試験結果 

2.3.1. 汎用非石綿ジョイントシートの試験結果 

 各試験について，試験結果を以下の第２表に示す。 

第２表 汎用非石綿ジョイントシート試験結果 

第４図に示すとおり，外観確認においてはシート面に変化

は見られなかった。また，熱重量測定について測定結果を第

５図に示す。加熱の前後で変化が見られないことから，ガス

ケット内部の構成成分に焼失等の影響はなく，健全性を維持

できることを確認した。耐圧試験時にも漏えいは確認されな

かった。 
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第４図 加熱前後の試験体シート面（汎用非石綿ジョイントシー

ト） 

第５図 熱重量測定結果（汎用非石綿ジョイントシート） 

第４図 加熱前後の試験体シート面（汎用非石綿ジョイントシー

ト） 

第５図 熱重量測定結果（汎用非石綿ジョイントシート） 
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2.3.2．ゴム打ち抜きガスケットの試験結果 

各試験について試験結果を以下の第３表に示す。 

第３表 ゴム打ち抜きガスケット試験結果 

第６図に示すとおり，外観確認においては加熱面側になる下

部の縁沿いに焦げ跡が確認されたが，シート面に変化は見られ

なかった。また，熱重量測定について測定結果を第７図に示す。

加熱の前後で変化が見られないことから，ガスケット内部の構

成成分に焼失等の影響はなく，健全性を維持できることを確認

した。耐圧試験時にも漏えいは確認されなかった。 

第６図 加熱前後の試験体シート面（ゴム打ち抜きガスケット） 

2.3.2. ゴム打ち抜きガスケットの試験結果 

 各試験について試験結果を以下の第３表に示す。 

第３表 ゴム打ち抜きガスケット試験結果 

第６図に示すとおり，外観確認においては加熱側になる

下部の縁沿いに焦げ跡が確認されたが，シート面に変化は

見られなかった。また，熱重量測定について測定結果を第

７図に示す。加熱の前後で変化が見られないことから，ガ

スケット内部の構成成分に焼失等の影響はなく，健全性を

維持できることを確認した。耐圧試験時にも漏えいは確認

されなかった。 

第６図 加熱前後の試験体シート面（ゴム打ち抜きガスケット） 

試験体 シート面外観確認 熱重量測定 耐圧試験 

ゴム打ち抜きガスケット 異常なし 変化なし 漏えいなし 
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第７図 熱重量測定結果（ゴム打ち抜きガスケット） 

3．まとめ 

以上の試験により，液体を内包する配管フランジに使用する熱

影響に弱いパッキンについて3 時間の直接加熱に対しても配管系

からの放熱ならびに内部流体による熱除去によって熱影響による

機能喪失が生じないことを確認した。これらより高い耐熱性を有

する黒鉛系パッキンについても熱影響に対して同等以 上の性能

を有するものである。 

第７図 熱重量測定結果（ゴム打ち抜きガスケット） 

3. まとめ

以上の試験により，液体を内包する配管フランジに使用する

熱影響に弱いパッキンについては，３時間の直接加熱に対して

も配管系からの放熱並びに内部流体による熱除去によって，熱

影響による機能喪失が生じないことを確認した。 

これらより高い耐熱性を有する黒鉛系パッキンについても，

熱影響に対して同等以上の性能を有するものである。 
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まとめ資料比較表 〔第８条 火災による損傷の防止 別添１資料３〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

別添1資料3-① 島根2号炉は単独火災区域の設定はしていない

別添1資料3-② 火災区域及び火災区画の設定方針が異なる（島根2号炉は安全系区分Ⅱとその他の安全系区分とで分離している）

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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資料３ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

火災区域，区画の設定について 

資料３ 

東海第二発電所における 

火災区域，区画の設定について 

資料３ 

島根原子力発電所２号炉における 

火災区域，区画の設定について 
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資料３ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

火災区域，区画の設定について 

1．概 要 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における火災防護対策

を講じるために，安全機能を有する構築物，系統及び機器が設置

される区域に対して，火災区域 及び火災区画の設定を行う。 

2．要求事項 

火災区域又は火災区画の要求事項については，「実用発電用原子

炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」及び「原子力発

電所の内部火災影響評価ガイド」から以下のとおり整理した。 

実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準

及び原子力発電所の内部火災影響評価ガイドの抜粋を添付資料１

に示す。 

2.1．火災区域 

原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋，コントロー

ル建屋，圧力抑制室プール水サージタンク設置区域，固体廃

棄物貯蔵庫，焼却炉建屋及び使用済燃料輸送容器保管建屋の

建屋内の火災区域は，耐火壁によって囲まれ，他の区域と分

離されている建屋内の区域であり，下記により設定する。 

① 建屋ごとに，耐火壁（床，壁，天井，扉等耐火構造物の一

部であって，必要な耐火能力を有するもの）により囲われ

た区域を火災区域として設定する。

② 系統分離されて配置されている場合には，それを考慮して

資料 3 

東海第二発電所における火災区域，区画の設定について 

1．概要

東海第二発電所の火災防護対策を実施するために，安全機能を

有する構築物，系統及び機器のうち，原子炉の高温停止及び低温

停止に必要な機能を有する構築物，系統及び機器（以下「原子炉

の安全停止に必要な機器等」という。）が設置される区域に対し，

火災区域及び火災区画（以下「火災区域（区画）という」。）の設

定を行う。 

2. 要求事項

火災区域（区画）の要求事項については，「実用発電用原子炉

及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護

に係る審査基準」という。）及び「原子力発電所の内部火災影響

評価ガイド」（以下「火災影響評価ガイド」という。）から以下の

とおり整理した。 

添付資料 1 に火災防護に係る審査基準及び火災影響評価ガイ

ドの抜粋を示す。 

2.1 火災区域 

建屋内の火災区域は，耐火壁によって囲まれ，他の区域と

分離されている建屋内の区域（部屋）であり，以下により設

定する。 

（1） 建屋毎に耐火壁（床，壁，天井，扉等耐火構造物の一

部であって，必要な耐火能力を有するもの）により囲

われた区域を火災区域として設定する。

（2） 系統分離されて配置されている場合には，それを考慮

資料３ 

島根原子力発電所２号炉における 

火災区域，区画の設定について 

1. 概 要

島根原子力発電所２号炉における火災防護対策を講じるため

に，安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち，原子炉の高

温停止及び低温停止に必要な機能を有する構築物，系統及び機器

並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統

及び機器が設置される区域に対して，火災区域及び火災区画の設

定を行う。 

2. 要求事項

火災区域又は火災区画の要求事項については，「実用発電用原

子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」及び「原子力

発電所の内部火災影響評価ガイド」から以下のとおり整理した。 

実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準及び原子力発電所の内部火災影響評価ガイドの抜粋を添付資

料１に示す。 

2.1. 火災区域 

原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物，

復水貯蔵タンク設置区域，固体廃棄物貯蔵所，サイトバンカ建

物及び排気筒モニタ室の建物内の火災区域は，耐火壁によって

囲まれ，他の区域と分離されている建物内の区域であり，下記

により設定する。 

なお，火災の影響軽減を考慮する場合には，３時間以上の耐

火能力を有する耐火壁によって他の火災区域から分離するよ

うに設定する。 

① 建物毎に，耐火壁（床，壁，天井，扉等耐火構造物の一部

であって，必要な耐火能力を有するもの）により囲われた

区域を火災区域として設定する。

② 系統分離されて配置されている場合には，それを考慮して

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の設備配

置を踏まえ，火災区域及

び火災区画を設定して

いる 
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火災区域を設定する。 

③ 火災の影響軽減を考慮する場合には，3 時間以上の耐火能

力を有する耐火壁によって他の火災区域から分離するよう

に設定する。 

屋外の火災区域は，他の区域と分離して火災防護対策を実

施するために，原子炉の高温停止及び低温停止に必要な構築

物，系統及び機器を設置する区域を，火災区域として設定す

る。 

2.2．火災区画 

「火災区域」を細分化したものであって，耐火壁，離隔距

離，固定式消火設備等により分離された火災防護上の区画で

あり，下記により設定する。 

① 火災区画は全周囲を耐火壁で囲まれている必要は必ずし

もなく，隔壁や扉の配置状況を目安に火災防護の観点から

設定する。

② 火災区画の範囲は，原子炉の高温停止及び低温停止を達成

し，維持するために必要な構築物，系統及び機器の系統分

離，機器の配置状況に応じて設定する。

3．火災区域又は火災区画の設定要領 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要

な構築物，系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機

能を有する構築物，系統及び機器（具体的には，機器，配管，弁，

ダクト，ケーブル，トレイ，電線管，盤等）が設置される火災区

域又は火災区画の設定に当たっては，原子炉の高温停止及び低温

停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器並び

に放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び

機器の設置箇所，建屋の間取り，機器やケーブル等の配置，耐火

壁の能力，系統分離基準等を総合的に勘案し設定しており，具体

的な設定要領を以下に示す。 

(1) 火災区域の設定

資料２「柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における原

子炉の安全停止に必要な機器の選定について」及び資料９「柏

して火災区域を設定する。 

（3）火災の影響軽減を考慮する場合には，3時間以上の耐

火能力を有する耐火壁によって他の火災区域から分

離するように設定する。 

屋外の火災区域は，他の区域と分離して火災防護対策を実

施するために，原子炉の安全停止のために必要な構築物，系

統及び機器，並びに放射性物質貯蔵等の機能を有する構築物，

系統及び機器（以下「安全機能を有する機器等」という。）

を設置する区域を，火災区域として設定する。 

2.2 火災区画 

「火災区域」を細分化したものであって，耐火壁，離隔距

離，固定式消火設備等により分離された火災防護上の区画で

あり，以下により設定する。 

（1） 火災区画は全周囲を耐火壁で囲まれている必要は必ず

しもなく，隔壁や扉の配置状況等を目安に火災防護の

観点から設定する。

（2） 火災区画の範囲は，原子炉の安全停止に必要な機器等

の系統分離等に応じて設定する。

3. 火災区域（区画）の設定要領

原子炉の安全停止に必要な機器（具体的には，機器，配管，弁，

ダクト，ケーブル，トレイ，電線管，盤等）が設置される火災区

域（区画）の設定にあたっては，原子炉の安全停止に必要な機器

の設置個所，建屋の間取り，機器やケーブル等の配置，耐火壁の

能力，系統分離基準等を総合的に勘案し設定する設計とし，具体

的な設定要領を以下に示す。 

なお，系統分離については資料 7に示す。 

（1） 火災区域の設定

資料2「東海第二発電所における原子炉の安全停止に必

要な機器の選定について」で選定された機器が設置され

火災区域を設定する。 

屋外の火災区域は，他の区域と分離して火災防護対策を実施

するために，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持す

るために必要な構築物，系統及び機器を設置する区域を，火災

区域として設定する。 

2.2. 火災区画 

  「火災区域」を細分化したものであって，耐火壁，離隔距離，

固定式消火設備等により分離された火災防護上の区画であり，

下記により設定する。 

① 火災区画は全周囲を耐火壁で囲まれている必要は必ずし

もなく，隔壁や扉の配置状況を目安に火災防護の観点から

設定する。

② 火災区画の範囲は，原子炉の高温停止及び低温停止を達成

し，維持するために必要な構築物，系統及び機器の系統分

離，機器の配置状況に応じて設定する。 

3. 火災区域又は火災区画の設定要領

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要

な構築物，系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機

能を有する構築物，系統及び機器（具体的には，機器，配管，弁，

ダクト，ケーブル，トレイ，電線管，盤等）が設置される火災区

域又は火災区画の設定にあたっては，原子炉の高温停止及び低温

停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器並び

に放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び

機器の設置箇所，建物の間取り，機器やケーブル等の配置，耐火

壁の能力，系統分離基準等を総合的に勘案し設定しており，具体

的な設定要領を以下に示す。 

(1) 火災区域の設定

資料２「島根原子力発電所２号炉における原子炉の安全停

止に必要な機器の選定について」及び資料９「島根原子力発

・設備の相違

【東海第二】 

 島根 2号炉は，屋外の

火災区域として，放射性

物質の貯蔵又は閉じ込

め機能を有する構築物，

系統及び機器が設置す

る区域はない 
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崎刈羽原子力発電所６ 号及び７号炉における放射性物質の

貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器の火災

防護対策について」で選定された機器等が設置されている建

屋内の区域について，以下のように火災区域を設定する。 

なお，下記の②・③に記載する系統分離に関する詳細につ

いては，別途資料７に示す。 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために

必要な構築物，系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器が設置されて

いる建屋について，火災区域として設定する。

② 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために

必要な構築物，系統及び機器について，系統分離されて配

置されている場合には，それを考慮して火災区域を設定す

る。

特に，単一火災（任意の一つの火災区域で発生する火災）

の発生によって，多重化された原子炉の安全停止のための

機能がすべて喪失することのないよう，安全系区分Ⅰに属

する機器等と安全系区分Ⅱに属する機器等を，3 時間耐火

に設計上必要なコンクリート壁厚である 123mm より厚い

140mm 以上の壁厚を有するコンクリ ート壁並びに 3 時

間耐火に設計上必要なコンクリート厚である 219mm より

厚い床，天井又は火災耐久試験により 3 時間以上の耐火

能力を有することを確認した耐火壁（強化石膏ボード，貫

通部シール，防火扉，防火ダンパ，天井デッキスラブ）に

より隣接する他の火災区域と分離するよう，火災区域を設

定する。

なお，この場合，安全系区分Ⅰに属する機器等を設置する

火災区域を「区分Ⅰ火災区域」という。 

③ 上記②以外で，以下の区域については，3 時間耐火に設計

上必要なコンクリート壁厚である 123mm より厚い 140mm 

以上の壁厚を有するコンクリート壁並びに 3 時間耐火に

設計上必要なコンクリート厚である 219mmより厚い床，天

井又は火災耐久試験により 3 時間以上の耐火能力を有す

ることを確認した耐火壁（強化石膏ボード，貫通部シール，

防火扉，防火ダンパ，天井デッキスラブ）により囲まれた

ている建屋内の区域について，以下のように火災区域を

設定する。 

a. 原子炉の安全停止に必要な機器等が設置されている

建屋について，火災区域として設定する。また，放

射性物質の貯蔵等における建屋についても火災区域

として設定する。

b. 原子炉の安全停止に必要な機器等について，系統分

離されて配置されている場合には，それを考慮して

火災区域を設定する。特に，単一の火災（任意の一

つの火災区域で発生する火災）によって，多重化さ

れた原子炉の安全停止機能が喪失することのないよ

う，安全区分Ⅰと安全区分Ⅱ，Ⅲに属する機器等を

設置するエリアは，3時間以上の耐火能力を有する耐

火壁として，3時間耐火に設計上必要な150mm以上の

壁厚を有するコンクリート耐火壁や火災耐久試験に

より3時間以上の耐火能力を有することを確認した

耐火壁（耐火障壁，貫通部シール，防火扉，防火ダ

ンパ）によって，他の火災区域と分離する。

電所２号炉における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有

する構築物，系統及び機器の火災防護対策について」で選定

された機器等が設置されている建物内の区域について，以下

のように火災区域を設定する。 

なお，下記の②に記載する系統分離に関する詳細について

は，別途資料７に示す。 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために

必要な構築物，系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器が設置されて

いる建物について，火災区域として設定する。

② 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために

必要な構築物，系統及び機器について，系統分離されて配

置されている場合には，それを考慮して火災区域を設定す

る。

特に，単一火災（任意の一つの火災区域で発生する火災）

の発生によって，多重化された原子炉の安全停止のための

機能が全て喪失することのないよう，安全系区分Ⅰ，Ⅲに

属する機器等と安全系区分Ⅱに属する機器等を，３時間耐

火に設計上必要なコンクリート壁厚である 123mm 以上の

壁厚を有するコンクリート壁並びに３時間耐火に設計上

必要なコンクリート厚である 219mmより厚い床，天井又は

火災耐久試験により３時間以上の耐火能力を有すること

を確認した耐火壁（耐火障壁，貫通部シール，防火扉，防

火ダンパ）により隣接する他の火災区域と分離するよう，

火災区域を設定する。

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2 号炉は単独火

災区域の設定はしてい

ない（以下，別添 1資料

３-①の相違）

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

火災区域及び火災区

画の設定方針が異なる

（島根 2 号炉は安全系

区分Ⅱとその他の安全

系区分とで分離してい

る）（以下，別添 1 資料

３-②の相違）

設計上必要なコンク

リート壁厚に裕度を持

たせた壁厚であること

を確認している 

耐火壁の仕様が異な

る 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料３-①の相

違 
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区域を分割して設定する。 

なお，この場合に設置する火災区域を「単独火災区域」と

いう。 

・ 各区分の直流電源設備（蓄電池含む）・計測制御電源設備・

安全系多重伝送現場盤・原子炉水位／圧力計測装置を設置

する区域（安全系の 2 out of 4 論理回路の機能を維持す

るため） 

・ 非常用ガス処理系を設置する区域（放射性物質貯蔵等の観

点から機能維持するため） 

④ 原子炉格納容器については，高温停止及び低温停止を達成

し，維持するために必要な構築物，系統及び機器が設置さ

れており，安全系区分Ⅰに属する構築物，系統及び機器と

安全系区分Ⅱに属する構築物，系統及び機器が存在する

が，設置許可基準規則第８条に基づき原子炉格納容器の特

性を考慮した火災防護対策を行うことから火災区域とし

て設定する。

⑤ 屋外の火災区域である非常用ディーゼル発電機軽油タン

ク，燃料移送ポンプを設置するエリアは，他の区域と分離

して火災防護対策を実施するために，周囲の堰（防油堤）

を境界として安全機能を有する構築物，系統及び機器を設

置する区域を，火災区域として設定する。 

(2)火災区画の設定

(1)で設定した火災区域について，間取り，機器の配置等の

確認を行い，系統分離等の観点から総合的に勘案し，更に細

分化し火災区画として設定する。 

(3)火災区域又は火災区画の再設定

火災区域又は火災区画への構築物，系統及び機器の新設等，

必要な場合は火災区域又は火災区画の再設定を行う。 

4．火災区域又は火災区画の設定及び安全停止等に必要な機器の配 

置 

c. 原子炉格納容器，中央制御室，ケーブル処理室及び

換気空調系機械室（屋上含む）は，安全停止に必要

な機器が設置されており，安全区分Ⅰと安全区分Ⅱ，

Ⅲに属する機器等が存在するため，設置エリアの特

性を考慮した火災防護対策を行うことから，火災区

域として設定する。 

（2） 火災区画の設定

（1）で設定した火災区域について，間取り，機器の配

置等の確認を行い，系統分離等の観点から総合的に勘案

し，更に細分化し，火災区画として設定する。 

（3） 火災区域（区画）の再設定

火災区域（区画）への機器等の新設等，必要な場合は

火災区域（区画）の再設定を行う。 

4. 火災区域（区画）の設定及び安全停止に必要な機器の配置

③ 原子炉格納容器，中央制御室及び補助盤室については，高

温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築

物，系統及び機器が設置されており，安全系区分Ⅰ，Ⅲに

属する構築物，系統及び機器と安全系区分Ⅱに属する構築

物，系統及び機器が存在するため，設置許可基準規則第８

条に基づき設置エリアの特性を考慮した火災防護対策を

行うことから火災区域として設定する。 

④ 屋外の火災区域である海水ポンプエリア，Ａ－非常用ディ

ーゼル発電機燃料移送ポンプエリア，高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア，ディーゼル発電

機燃料貯蔵タンク設置区域等は，他の区域と分離して火災

防護対策を実施するために，周囲の耐火壁等の構築物を境

界として安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置す

る区域を，火災区域として設定する。 

(2) 火災区画の設定

(1)で設定した火災区域について，間取り，機器の配置等

の確認を行い，系統分離等の観点から総合的に勘案し，更に

細分化し，火災区画として設定する。 

(3) 火災区域又は火災区画の再設定

火災区域又は火災区画への構築物，系統及び機器の新設等，

必要な場合は火災区域又は火災区画の再設定を行う。 

4. 火災区域又は火災区画の設定及び安全停止等に必要な機器の

配置

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設置エリアの特性を

考慮し，火災区域を設定

している 

・運用の相違

【柏崎 6/，7，東海第二】 

島根 2号炉は，設備配

置や周囲の耐火壁等の

設置状況を考慮し，火災

区域を設定している 
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「3. 火災区域又は火災区画の設定要領」に従って設定した火

災区域又は火災区画，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，

維持するために必要な機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込

め機能を有する機器の配置を添付資料２に示す。 

5．ファンネルを介した他区域への煙等の影響について 

火災区域については，他の火災区域からの煙等の影響により，

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要

な安全機能を有する機器等が機能を喪失することがないよう，

ある程度の密閉性が求められる。ファンネルから排水管を介し

て他の火災区域へ煙等の影響が及び，安全機能を喪失すること

がないよう，煙等流入防止・制限設備を設置する設計とする。

（添付資料３） 

3.「火災区域（区画）の設定要領」により設定した火災区域（区

画）及び原子炉の安全停止に必要な機器等の配置を添付資料 2に

示す。 

5. ファンネルを介した他区域（区画）への煙等の影響について

ファンネルに関しては，煙等の影響がファンネルから排水管を

介して，他の火災区域（区画）へおよばないことを確認したが，

火災区域は，火災の影響を他の火災区域（区画）におよぼさない

程度の密閉性を求められていることから，他の火災区域（区画）

からの煙等の流入防止対策を行う。（添付資料 3） 

「3. 火災区域又は火災区画の設定要領」に従って設定した火

災区域又は火災区画，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，

維持するために必要な機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込

め機能を有する機器の配置を添付資料２に示す。 

5. ファンネルを介した他区域への煙等の影響について

火災区域については，他の火災区域からの煙等の影響により，

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な

安全機能を有する機器等が機能を喪失することがないよう，ある

程度の密閉性が求められる。ファンネルから排水管を介して他の

火災区域へ煙等の影響が及び，安全機能を喪失することがないよ

う，煙等流入防止・制限整備を設置する設計とする。（添付資料

３） 
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添付資料１ 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準」 

及び「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」 

（抜粋） 

添付資料 1 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準」 

及び「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」 

（抜粋） 

添付資料１ 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準」 

及び「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」 

（抜粋） 
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添付資料１ 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

1. まえがき

1.2 用語の定義 

本基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(11) 「火災区域」 耐火壁によって囲まれ、他の区域と分離

されている建屋内の区域をいう。

(12) 「火災区画」 火災区域を細分化したものであって、耐

火壁、離隔距離、固定式消火設備等により分離された火

災防護上の区画をいう。

2.3 火災の影響軽減 

2.3.1 安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応

じ、それらを設置する火災区域又は火災区画内の火災及び

隣接する火災区域又は火災区画における火災による影響

に対し、以下の各号に掲げる火災の影響軽減のための対策

を講じた設計であること。 

(1) 原子炉の高温停止及び低温停止に係わる安全機能を有す

る構築物、系統及び機器を設置する火災区域については、3 

時間以上の耐火能力を有する耐火壁によって他の火災区域

から分離すること。 

(2) 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する

構築物、系統及び機器は、その相互の系統分離及びこれら

に関連する非安全系のケーブルとの系統分離を行うため

に、火災区画内又は隣接火災区画間の延焼を防止する設計

であること。

具体的には、火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブ

ルが次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。

添付資料 1 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

1. まえがき

1.2 用語の定義 

 本基準において，次の各号に掲げる用語の定義は，それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

（11）「火災区域」耐火壁によって囲まれ，他の区域と分離さ

れている建屋内の区域をいう。 

（12）「火災区画」火災区域を細分化したものであって，耐火

壁，離隔距離，固定式消火設備等により分離された火災防

護上の区画をいう。 

2.3 火災の影響軽減 

2.3.1 安全機能を有する構築物，系統及び機器の重要度に応じ，

それらを設置する火災区域又は火災区画内の火災及び隣接す

る火災区域又は火災区画における火災による影響に対し，以

下の各号に掲げる火災の影響軽減のための対策を講じた設計

であること。 

（1） 原子炉の高温停止及び低温停止に係わる安全機能を有す

る構築物，系統及び機器を設置する火災区域については，3

時間以上の耐火能力を有する耐火壁によって他の火災区域

から分離すること。 

（2） 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する

構築物，系統及び機器は，その相互の系統分離及びこれら

に関連する非安全系のケーブルとの系統分離を行うため

に，火災区画内又は隣接火災区画間の延焼を防止する設計

であること。 

具体的には，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブ

ルが次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。

添付資料１ 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

1. まえがき

1.2  用語の定義 

 本基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(11) 「火災区域」 耐火壁によって囲まれ、他の区域と分離

されている建屋内の区域をいう。

(12) 「火災区画」 火災区域を細分化したものであって、耐

火壁、離隔距離、固定式消火設備等により分離された火

災防護上の区画をいう。

2.3 火災の影響軽減 

2.3.1 安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じ、

それらを設置する火災区域又は火災区画内の火災及び隣

接する火災区域又は火災区画における火災による影響に

対し、以下の各号に掲げる火災の影響軽減のための対策を

講じた設計であること。 

(1) 原子炉の高温停止及び低温停止に係わる安全機能を有す

る構築物、系統及び機器を設置する火災区域については、

３時間以上の耐火能力を有する耐火壁によって他の火災

区域から分離すること。

(2) 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する

構築物、系統及び機器は、その相互の系統分離及びこれら

に関連する非安全系のケーブルとの系統分離を行うため

に、火災区画内又は隣接火災区画間の延焼を防止する設計

であること。

具体的には、火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブ

ルが次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
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「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（抜粋） 

５． 火災影響評価の手順 

「火災区域／火災区画の設定」では、火災影響評価の対象と

なる建屋を、火災区域に分割し、さらに必要に応じて火災区画

に細分化する。火災区域は、耐火壁によって囲まれ、他の区域

と分離されている建屋内の区域（部屋）である。 

火災区画は全周囲を耐火壁で囲まれている必要は必ずしもな

く、隔壁や扉の配置状況を目安に設定する。 

６．１．１ 火災区域の設定 

火災による影響評価を効率的に実施するため、建屋内を火災

区域に分割する。火災区域は、耐火壁によって囲まれ、他の区

域と分離されている建屋内の区域であり、下記により設定する。 

① 建屋ごとに、耐火壁（耐火性能を持つコンクリート壁、貫通

部シール、防火扉、防火ダンパなど）により囲われた区域を

火災区域として設定する。ただし、屋外に設置される設備に

対しては、附属設備を含めて火災区域とみなす。

② 系統分離されて配置されている場合には、それを考慮して火

災区域を設定する。

６．１．２ 火災区画の設定 

火災区域を分割し、火災区画を設定する。火災区画の範囲は、

原子炉の安全停止に係る系統分離等に応じて設定する。図 6.4 

に概念を示す。 

「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（抜粋） 

5. 火災影響評価の手順

 火災影響評価は，図5.1に示すような，「火災区域／火災区画の

設定」，「情報及びデータの収集，整理」，「スクリーニング」，

「火災伝播評価」というステップで実施する。各ステップの概要

を以下に述べる。 

 「火災区域／火災区画の設定」では，火災影響評価の対象とな

る建屋を，火災区域に分割し，さらに必要に応じて火災区画に細

分化する。火災区域は，耐火壁によって囲まれ，他の区域と分離

されている建屋内の区域（部屋）である。火災区画は全周囲を耐

火壁で囲まれている必要は必ずしもなく，隔壁や扉の配置状況を

目安に設定する。 

6.1.1 火災区域の設定 

 火災による影響評価を効率的に実施するため，建屋内を火災区

域に分割する。火災区域は，耐火壁によって囲まれ，他の区域と

分離されている建屋内の区域であり，下記により設定する。 

① 建屋ごとに，耐火壁（耐火性能を持つコンクリート壁，貫

通部シール，防火扉，防火ダンパなど）により囲われた区

域を火災区域として設定する。ただし，屋外に設置される

設備に対しては，附属設備を含めて火災区域とみなす。

② 系統分離されて配置されている場合には，それを考慮して

火災区域を設定する。

6.1.2 火災区画の設定 

 火災区域を分割し，火災区画を設定する。火災区画の範囲は，

原子炉の安全停止に係る系統分離等に応じて設定する。図 6.4 に

概念を示す。 

「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（抜粋） 

5. 火災影響評価の手順

「火災区域／火災区画の設定」では、火災影響評価の対象と

なる建屋を、火災区域に分割し、さらに必要に応じて火災区画

に細分化する。火災区域は、耐火壁によって囲まれ、他の区域

と分離されている建屋内の区域（部屋）である。火災区画は全

周囲を耐火壁で囲まれている必要は必ずしもなく、隔壁や扉の

配置状況を目安に設定する。 

6.1.1 火災区域の設定 

火災による影響評価を効率的に実施するため、建屋内を火災

区域に分割する。火災区域は、耐火壁によって囲まれ、他の区

域と分離されている建屋内の区域であり、下記により設定する。 

① 建屋ごとに、耐火壁（耐火性能を持つコンクリート壁、貫

通部シール、防火扉、防火ダンパなど）により囲われた区

域を火災区域として設定する。ただし、屋外に設置される

設備に対しては、附属設備を含めて火災区域とみなす。

② 系統分離されて配置されている場合には、それを考慮して

火災区域を設定する。

6.1.2 火災区画の設定 

火災区域を分割し、火災区画を設定する。火災区画の範囲は、

原子炉の安全停止に係る系統分離等に応じて設定する。図 6.4

に概念を示す。 
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添付資料３ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ファンネルを介した火災発生区域からの

煙等の流入防止対策について 

1．はじめに

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，火災区域の

位置付けを考慮し，以下のとおり排水用のファンネルに対して煙

流入を防止する措置を行う。 

2．建屋内排水系統について 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の原子炉建屋等におけ

る各火災区域には，管理区域外への放射性液体廃棄物の流出防止

等を目的として，ファンネル，配管及びサンプタンク等から構成

される「建屋内排水系統」を設置している。 

建屋内排水系統概要を第１図に示す。 

第１図：建屋内排水系統概要 

添付資料３ 

東海第二発電所におけるファンネルを介した火災発生区域からの 

煙等の流入防止対策について 

1.はじめに

東海第二発電所において，火災区域の位置づけを考慮し，以下

のとおり排水用のファンネルに対して煙流入を防止する措置を行

う設計とする。 

2.建屋内排水系統について

東海第二発電所の原子炉建屋等の各火災区域には，管理区域外

への放射性液体廃棄物の流出防止等を目的として，ファンネル，

配管及びサンプで構成される「建屋内排水系統」を設置している。

第 1図に建屋内排水系統概要を示す。 

第 1図 建屋内排水系統概要 

添付資料３ 

島根原子力発電所２号炉における 

ファンネルを介した火災発生区域からの

煙等の流入防止対策について 

1. はじめに

島根原子力発電所２号炉において，火災区域の位置づけを考慮

し，以下のとおり排水用のファンネルに対して煙流入を防止する

措置を行う。 

2. ドレン系について

島根原子力発電所２号炉の原子炉建物等における各火災区域

には，管理区域外への放射性液体廃棄物の流出防止等を目的とし

て，ファンネル，配管及びサンプタンク等から構成される「ドレ

ン系」を設置している。

ドレン系概要を第１図に示す。

第１図 ドレン系概要 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】

系統名称が異なる 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】

系統名称が異なる 
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3．煙等の流入防止対策について 

火災区域は，その位置づけを考慮すると，火災が発生した他の

火災区域の煙により原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維

持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器が影響を受

け，これらの機能が同時に喪失しないよう設計することが必要で

ある。そこで，安全機能への影響防止を目的としてファンネルに

対して第２図に示す設備を設置することで，煙の流入防止措置を

実施する設計とする。 

なお，当該設備は，内部溢水評価における排水量を満足するも

のを設置する。 

第２図：煙流入防止対策治具（例） 

3.煙等の流入防止対策

火災区域は，その位置付けを考慮すると，火災が発生した他の

火災区域(区画)から，影響を受けないことが必要である。 

このため，ファンネルに対する煙の流入防止対策例を第 2 図に

示す。 

第２図 煙の流入防止対策例 設置イメージ図 

3. 煙等の流入防止対策について

火災区域は，その位置づけを考慮すると，火災が発生した他の

火災区域の煙により原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維

持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器が影響を受

け，これらの機能が同時に喪失しないよう設計することが必要で

ある。そこで，安全機能への影響防止を目的としてファンネルに

対して第２図に示す設備を設置することで，煙等の流入防止措置

を実施する。 

なお，当該設備は，内部溢水評価における排水量を満足するも

のを設置する。 

第２図 煙流入防止対策治具（例） ・設備の相違

【柏崎 6/7】 

ファンネル構造の相

違に伴う煙流入防止対

策治具の形状が異なる 
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まとめ資料比較表 〔第８条 火災による損傷の防止 別添１資料４〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所２号炉 備考 

 

 

相違No. 相違理由

別添1資料4-① 島根2号炉の安全機能を有する機器は，IEEE383試験及びUL垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用している

別添1資料4-② 島根2号炉の安全機能を有する機器に光ファイバケーブルは使用していない

別添1資料4-③ 安全機能を有する機器に使用しているケーブルが異なる

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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資料４ 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における 

安全機能を有する機器に使用する 

ケーブルの難燃性について

資料４ 

東海第二発電所における安全機能を有する 

機器に使用するケーブルの難燃性について 

資料４ 

島根原子力発電所２号炉における 

安全機能を有する機器に使用する 

ケーブルの難燃性について
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＜目 次＞ 

1. 概要

2. 要求事項

3. 使用ケーブルの難燃性について

添付資料１ 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における製

造中止ケーブルの自己消火性の評価について 

添付資料２ 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉におけるケ

ーブルの損傷距離の判定方法について 

添付資料３ 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における一

部の同軸ケーブルの延焼防止性について 

添付資料４ 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における安

全機能を有する光ファイバケーブルの使用箇所につ

いて 

参考資料１ 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉におけるケ

ーブルの延焼性に関する IEEE383 の適用年版につ

いて 

参考資料２ 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における 

IEEE383 垂直トレイ燃焼試験における残炎時間の取

扱いについて 

【目次】 

1.概要

2.要求事項

3.使用ケーブルの難燃性について

添付資料1  東海第二発電所におけるケーブルの損傷距離の判定

方法について 

添付資料2 東海第二発電所における一部の同軸ケーブルの延焼

防止性について 

参考資料1 東海第二発電所におけるケーブルの延焼性に関する

IEEE383の適用年版について 

参考資料2 東海第二発電所におけるIEEE383垂直トレイ燃焼試験

における残炎時間の取扱いについて 

＜目 次＞ 

1. 概要

2. 要求事項

3. 使用ケーブルの難燃性について

添付資料１ 島根原子力発電所２号炉におけるケーブルの損傷距

離の判定方法について 

参考資料１ 島根原子力発電所２号炉におけるケーブルの延焼性

に関するIEEE383の適用年版について 

参考資料２ 島根原子力発電所２号炉におけるIEEE383垂直トレ

イ燃焼試験における残炎時間の取扱いについて

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の安全機

能を有する機器は，

IEEE383 試験及び UL 垂

直燃焼試験により難燃

性を確認した難燃ケー

ブルを使用している（以

下，別添 1 資料 4-①の

相違） 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の安全機

能を有する機器に光フ

ァイバケーブルは使用

していない（以下，別添

1資料 4-②の相違） 
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資料４ 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における 

安全機能を有する機器に使用するケーブルの難燃性について 

1．概 要 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における安全機能を有

する構築物，系統及び機器に使用するケーブルが難燃ケーブルで

あることを以下に示す。 

2．要求事項 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の安全機能を有する構

築物，系統及び機器のケーブルは，「実用発電用原子炉及びその附

属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基

準」という。）の「2.1 火災発生防止」に基づき，難燃ケーブルを

使用することが要求されている。 

火災防護に係る審査基準の抜粋を以下に示す。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.1 火災発生防止 

2.1.2 安全機能を有する構築物，系統及び機器は，以下の各号

に掲げるとおり，不燃性材料又は難燃性材料を使用した設

計であること。ただし、当該構築物，系統及び機器の材料

が，不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有する

もの（以下「代替材料」という。）である場合，もしくは，

資料４ 

東海第二発電所における安全機能を有する機器に使用する 

ケーブルの難燃性について

1．概要

東海第二発電所における安全機能を有する構築物，系統及び機

器(以下「安全機能を有する機器等」という。)に使用するケーブ

ルが難燃ケーブルであることを以下に示す。

ただし，建設時に敷設されたケーブルは非難燃ケーブルを使用

している。これらは，東海第二発電所で使用する非難燃ケーブル

に火災の発生防止対策として，非難燃ケーブル及びケーブルトレ

イを不燃材の防火シートで覆い，難燃ケーブルを使用した場合と

同等以上の難燃性能を確認した代替措置として複合体を形成する

ことにより，火災により燃焼し難く，著しい燃焼をせず，加熱源

を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質を満足することを

実証試験により実証し，以ては難燃ケーブルの性質と同等以上の

性能があることを確認し，その適合性を別添資料－４にて説明す

る。 

2．要求事項 

  東海第二発電所の安全機能を有する機器等のケーブルは，「実

用発電用原子炉及び附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下

「火災防護に係る審査基準」という。)の，2.1 火災発生防止に基

づき，難燃ケーブルを使用することが要求されている。 

  火災防護に係る審査基準の抜粋を以下に示す。 

「実用発電用原子炉及び附属施設の火災防護に係る審査基準」 

2.1 火災発生防止 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号  

に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計

であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、

不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの

（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該

資料４ 

島根原子力発電所２号炉における 

安全機能を有する機器に使用するケーブルの難燃性について 

1. 概 要

島根原子力発電所２号炉における安全機能を有する構築物，系

統及び機器に使用するケーブルが，難燃ケーブルであることを以

下に示す。 

2. 要求事項

島根原子力発電所２号炉の安全機能を有する構築物，系統及び

機器のケーブルは，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災

防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）

の「2.1 火災発生防止」に基づき，難燃ケーブルを使用すること

が要求されている。 

火災防護に係る審査基準の抜粋を以下に示す。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.1 火災発生防止 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号

に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した

設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の

材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を

有するもの（以下「代替材料」という。）である場合、

・設備の相違

【東海第二】 

別添 1 資料 4-①の相

違 

689



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所２号炉 備考 

当該構築物，系統及び機器の機能を確保するために必要な

代替材料の使用が技術上困難な場合であって，当該構築物，

系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有す

る構築物，系統及び機器において火災が発生することを防

止するための措置が講じられている場合は，この限りでは

ない。 

(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。

（参考） 

「当該構築物，系統及び機器の機能を確保するために必要な

代替材料の使用が技術上困難な場合であって，当該構築物，系

統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築

物，系統及び機器において火災が発生することを防止するため

の措置が講じられている場合」とは，ポンプ，弁等の駆動部の

潤滑油，機器躯体内部に設置される電気配線，不燃材料の表面

に塗布されるコーティング剤等，当該材料が発火した場合にお

いても，他の構築物，系統又は機器において火災を生じさせる

おそれが小さい場合をいう。 

(3) 難燃ケーブルについて

使用するケーブルについて，「火災により着火し難く，著

しい燃焼をせず，また，加熱源を除去した場合はその燃焼部

が広がらない性質」を有していることが，延焼性及び自己消

火性の実証試験により示されていること。 

（実証試験の例） 

・自己消火性の実証試験･･･UL 垂直燃焼試験

・延焼性の実証試験･･･IEEE383 または IEEE1202

3．使用ケーブルの難燃性について 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における安全機能を有

するケーブルについては，以下のとおり，難燃性の確認試験に合

格するものを使用する設計とする。 

自己消火性の実証試験として，UL 垂直燃焼試験結果を第 4-1 

表に示す。 

構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能

を有する構築物、系統及び機器において火災が発生すること

を防止するための措置が講じられている場合は、この限りで

はない。 

(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。

(参考) 

 「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代

替材料の使用が技術上困難であって、当該構築物、系統及び機器

における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び

機器において火災が発生することを防止するための措置が講じら

れている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体

内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーテ

ィング剤等，当該材料が発火した場合においても，他の構築物、

系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をい

う。 

(3) 難燃ケーブルについて

使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著し

い燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広が

らない性質」を有していることが、延焼性及び自己消火性の実証

試験により示されていること。 

  (実証試験の例) 

・自己消火性の実証試験・・・UL垂直燃焼試験

・延焼性の実証試験・・・IEEE383 または IEEE1202

3．使用ケーブルの難燃性について 

東海第二発電所における安全機能を有するケーブルについて

は，以下のとおり，難燃性の確認試験に合格するものを使用する

設計とする。 

自己消火性の実証試験として，UL垂直燃焼試験にて確認する。 

もしくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確保する

ために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であっ

て、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して

他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火

災が発生することを防止するための措置が講じられてい

る場合は、この限りではない。 

(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要

な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、

系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する

構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止す

るための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の

駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃

材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火

した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火

災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 

(3) 難燃ケーブルについて

使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、

著しい燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はその燃

焼部が広がらない性質」を有していることが、延焼性及び

自己消火性の実証試験により示されていること。 

（実証試験の例） 

・自己消火性の実証試験･･･UL 垂直燃焼試験

・延焼性の実証試験･･･IEEE383 又は IEEE1202

3. 使用ケーブルの難燃性について

島根原子力発電所２号炉における安全機能を有するケーブル

については，以下のとおり，難燃性の確認試験に合格するもの

を使用する設計とする。 

自己消火性及び延焼性を満足した難燃ケーブルを使用してい

る代表箇所を第４-１表に示す。 
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試験用ケーブルの入手が不可能であり，UL 垂直燃焼試験を実施

することができない「ノンハロゲン難燃 EP ゴム絶縁ノンハロゲ

ン難燃架橋ポリエチレンシースケーブル」については，添付資料

１に示すとおり，ICEA 垂直燃焼試験結果（第4-2 表）及び他種ケ

ーブルの UL 垂直燃焼試験結果を踏まえ，十分な保安水準を確保

しているものと考える。 

延焼性の実証試験として，IEEE383 std 1974※ 又はこれを基礎

とした「電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 号 原子力発電所用電

線・ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する

推奨案」の垂直トレイ燃焼試験の結果を第 4-3 表に示す。 

ケーブルの損傷距離の判定方法については，添付資料２に示す。 

一部の同軸ケーブルは実証試験に不合格であるが，添付資料３

に示すとおり，ケーブルを敷設する電線管の端部をコーキング材

でシール処理し，窒息効果を持たせた延焼防止対策を行うことに

より，十分な保安水準を確保しているものと考える。 

また，米国原子力規制委員会が定める Regulatory Guide 1.189 

では，新設発電用原子炉施設の光ファイバケーブルについて 

IEEE1202 の燃焼試験に適合することを求めている。これに準じ

て，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉で使用する光ファイ

バケーブルが IEEE1202-1991 に基づく燃焼試験に適合すること

を第 4-4 表に示すとおり確認している。 

第 4-5～4-7 表に各実証試験の概要を示す。添付資料４に安全

機能を有する光ファイバケーブルの使用箇所について示す。 

※IEEE383 Std 1974 年版の適用については，参考資料 1 に示

す。 

また，残炎時間の取扱いについては，参考資料 2 に示す。 

延焼性の実証試験として，IEEE383 std 1974※又はこれを基礎

とした「電気学会技術報告(Ⅱ部)第139号 原子力発電所用電線・

ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨

案」の垂直トレイ燃焼試験にて確認する。ケーブルの損傷距離の

判定方法は，添付資料1に示す。 

一部の同軸ケーブルは実証試験に不合格であるが，添付資料2

に示すとおり，ケーブルを敷設する電線管の端部をコーキング材

でシール処理し，窒息効果を持たせた延焼防止対策を行うことに

より，十分な保安水準を確保しているものと考える。 

※IEEE383 Std 1974年版の適用は，参考資料1に示す。

また，残炎時間の取扱いは参考資料2に示す。 

自己消火性の実証試験として，UL 垂直燃焼試験結果を第４-

２表に示す。 

延焼性の実証試験として，IEEE383 Std 1974※又はこれを基礎

とした「電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 号 原子力発電所用電

線・ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関す

る推奨案」の垂直トレイ燃焼試験の結果を第４-３表に示す。 

ケーブルの損傷距離の判定方法については，添付資料１に示

す。 

第４-４表～第４-５表に各実証試験の概要を示す。 

※：IEEE383 Std 1974 年版の適用については，参考資料１に

示す。 

  また，残炎時間の取扱いについては，参考資料２に示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 4-①の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 4-①の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 4-②の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 4-②の相

違 
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第４-１表 難燃ケーブルを使用している代表箇所 
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第 4-1 表：自己消火性の実証試験結果（UL 垂直燃焼試験） 

第 4-2 表：自己消火性の実証試験結果（ICEA 垂直燃焼試験） 

第 4-2 表：自己消火性の実証試験結果（UL 垂直燃焼試験） 第４-２表 自己消火性の実証試験結果（UL垂直燃焼試験） ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

安全機能を有する機

器に使用しているケー

ブルが異なる（以下，別

添 1資料 4-③の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 4-①の相

違 
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第 4-3 表：延焼性の実証試験結果（IEEE 383 Std 1974 垂直トレ

イ燃焼試験）

第 4-4 表：延焼性の実証試験結果（IEEE1202 std 1991 垂直トレ

イ燃焼試験）

第4-4表：延焼性の実証試験結果（IEEE383 Std 1974 垂直トレイ

燃焼試験） 

第４-３表 延焼性の実証試験結果（IEEE383 Std 1974 垂直トレ

イ燃焼試験）

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 4-③の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 4-②の相

違 
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第 4-5 表：ケーブルの UL 垂直燃焼試験と ICEA 垂直燃焼試験の

概要 

第4-1表：ケーブルのUL垂直燃焼試験の概要 第４-４表 ケーブルのUL垂直燃焼試験の概要 ・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 4-①の相

違 
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第 4-6 表：IEEE 383 std 1974 垂直トレイ燃焼試験の概要 第4-3表：IEEE383 std 1974 垂直トレイ燃焼試験の概要 第４-５表 IEEE383 Std 1974 垂直トレイ燃焼試験の概要 

696



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所２号炉 備考 

第 4-7 表：IEEE1202 std 1991 垂直トレイ燃焼試験の概要 ・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 4-②の相

違 
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添付資料１ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

製造中止ケーブルの自己消火性の評価について 

・設備の相違（柏崎 6/7

の添付資料１につい

ては以後同じ）

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 4-①の相

違 
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添付資料１ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

製造中止ケーブルの自己消火性の評価について 

1．はじめに

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の安全機能を有する構

築物，系統及び機器に使用するケーブルのうち，第 4-2 表の No.7 

低圧ケーブルは，建設時の型式試験において，IEEE383 垂直トレ

イ燃焼試験を実施し合格していることから耐延焼性を有してい

る。 

また,建設時の型式試験として, ICEA 垂直燃焼試験を実施し,

自己消火性を確認している。 

火災防護に係る審査基準では,ケーブルの難燃性として，「火災

により着火し難く，著しい燃焼をせず，また，加熱源を除去した

場合はその燃焼部が広がらない性質」を有していることが,延焼性

及び自己消火性の実証試験により示されていることが要求されて

おり，自己消火性の実証試験として，UL 垂直燃焼試験が示されて

いる。 

UL 垂直燃焼試験を実施していないケーブルについては，火災防

護に係る審査基準に適合していることを実証するために,UL 垂直

燃焼試験を実施し，試験に合格することをもって，自己消火性を

有していることを証明することが望ましいが,上記 No.7 低圧ケ

ーブルは製造中止品であることから，ケーブル調達及び UL 垂直

燃焼試験を実施することができない。 

このため，No.7 低圧ケーブルについては，建設時に実施した 

ICEA 垂直燃焼試験の結果，並びに No.7 低圧ケーブルと同じケー

ブルシースを有している他のケーブルの UL 垂直燃焼試験の結果

を評価することで,火災防護に係る審査基準で要求されている難

燃ケーブルと同等の自己消火性を有していることを，以下に示す。 

2．ICEA 垂直燃焼試験と UL 垂直燃焼試験の比較 

第 4-2 表に示したとおり No.7 低圧ケーブルは，ICEA 垂直燃

焼試験を実施し合格している。ICEA 垂直燃焼試験と UL 垂直燃焼

試験は，ともにケーブルの自己消火性を試験するものであり,第 

4-5 表に示すとおり，試験内容，燃焼源，バーナ熱量等同等の試
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験を実施している。 

しかし，試験体及び判定基準として下記に示す相違点がある。 

（a）ICEA 垂直燃焼試験はケーブルシースを取り除き，絶縁体が

むき出しの状態で実施している。 

（b）ICEA 垂直燃焼試験は UL 垂直燃焼試験で判定基準とされて

いる綿の燃焼を規定していない。 

上記相違点(a)は，ケーブルのシースを取り除き,直接絶縁体に

バーナの炎をあてることから，絶縁体のみで自己消火性を確保し

なければならないため，シースにバーナの炎をあて，シースと絶

縁体で自己消火性を確保できる UL 垂直燃焼試験に比べ，より厳

しい試験条件（保守的）であると言える。 

3．No.7 低圧ケーブルと同じケーブルシースである No.14 同軸ケ

ーブルの仕様と UL 垂直燃焼試験結果の評価 

第１図に低圧ケーブルと同軸ケーブルの構造を示す。また，第

１表に No.7 低圧ケーブルと同じケーブルシースである No.14 

同軸ケーブルの仕様を示す。 

第１図 同軸ケーブルと低圧ケーブルの構造 

第１表 ケーブルシースの仕様比較 

第１表より，同軸ケーブルと低圧ケーブルは，双方とも導体と

絶縁体をノンハロゲン難燃架橋ポリエチレンのシースで保護して

いる。このため，同軸ケーブルと低圧ケーブルの UL 垂直燃焼試

700



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

験では，接炎による損傷がシースに留まり絶縁体が損傷していな

ければ，同軸ケーブルと低圧ケーブルの構造の違いが試験結果に

影響することはない。また第１表より，No.14 同軸ケーブルは 

No.7 低圧ケーブルよりもシースが薄い仕様であることから,No.7 

低圧ケーブルに比べ，より厳しい試験条件（保守的）であると言

える。 

以上を踏まえ,No.14 同軸ケーブルのUL 垂直燃焼試験結果につい

て,下記の項目について確認を実施し，No.7 低圧ケーブルのUL 垂

直燃焼試験への適合性を評価する。 

（ａ）接炎による損傷がシースに留まり絶縁体が損傷していな

いか。 

（ｂ）落下物によって下に設置した綿が燃焼していないか。 

 

4．No.14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験の確認結果 

（ａ）接炎による損傷がシースに留まり絶縁体が損傷していな

いか。 

No.14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験後の状態を確認

した結果，接炎による損傷はシースの表面のみであり，絶

縁体が損傷していないことを確認した（第２図）。 

 

 

第２図 No.14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験後の状態 

 

（ｂ）落下物によって下に設置した綿が燃焼していないか。 

第 4-1 表に示したとおり，No.14 同軸ケーブルの UL 垂直

燃焼試験結果において，下に設置した綿が燃焼していないこ
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とを確認した。 

以上より，No.14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験では，バー

ナの炎による燃焼はシースのみで留まり絶縁体に損傷を及ぼして

いないこと,UL 垂直燃焼試験の判定基準である落下物により下に

設置した綿が燃焼していないこと,No.7 低圧ケーブルのシース厚

さは UL 垂直燃焼試験に合格した No.14 同軸ケーブルより厚い

こと，No.7 低圧ケーブルは UL 垂直燃焼試験より厳しい条件であ

る ICEA 垂直燃焼試験に合格していることを総合的に評価

し,No.7 低圧ケーブルは UL 垂直燃焼試験と同等の自己消火性を

有していると判断できる。 
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添付資料２ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ケーブルの損傷距離の判定方法について

添付資料１ 

東海第二発電所における 

ケーブルの損傷距離の判定方法について

添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

ケーブルの損傷距離の判定方法について
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添付資料２ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ケーブルの損傷距離の判定方法について

垂直トレイ燃焼試験では，下図の損傷の境界を確認し，シース

の最大損傷距離を測定する。 

第１図：垂直トレイ燃焼試験のケーブル損傷について 

添付資料１ 

東海第二発電所におけるケーブルの損傷距離の判定方法について 

垂直トレイ燃焼試験では，第1図の損傷境界を確認し，シースの

最大損傷距離を測定する。 

第１図 垂直トレイ燃焼試験のケーブル損傷 

添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

ケーブルの損傷距離の判定方法について

 垂直トレイ燃焼試験では，下図の損傷の境界を確認し，シース

の最大損傷距離を測定する。 

第１図 垂直トレイ燃焼試験のケーブル損傷について 
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添付資料３ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

一部の同軸ケーブルの延焼防止性について 

添付資料２ 

東海第二発電所における一部の同軸ケーブ 

ルの延焼防止性について

・設備の相違（柏崎 6/7

の添付資料３，東海第

二の添付資料２につ

いては以後同じ）

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 4-①の相

違 
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添付資料３ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

一部の同軸ケーブルの延焼防止性について 

1．はじめに

安全機能を有する機器に使用している核計装ケーブルや放射線

モニタケーブルは，微弱電流・微弱パルスを扱うことから，耐ノ

イズ性を確保するために不燃性（金属）の電線管に敷設する設計

とするとともに，絶縁体に誘電率の低い架橋ポリエチレンを有す

る同軸ケーブルを使用している。このうちの一部のケーブルにつ

いては，自己消火性を確認する UL 垂直燃焼試験は満足するが，

耐延焼性を確認する IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の判定基準を

満足しない。 

このため，IEEE383 垂直トレイ燃焼試験を満足しない同軸ケー

ブルについては，他のケーブルからの火災による延焼や他のケー

ブルへの延焼が発生しないよう，電線管の両端を耐火性のコーキ

ング材（CP-25WB+）で埋めていることで，酸素不足による燃焼継

続防止を図る。（第１図） 

本資料では，コーキング材（CP-25WB+）の火災防護上の有効性

について示す。 

2．電線管敷設による火災発生防止対策 

2.1．酸素不足による燃焼継続の防止 

安全機能を有する機器に使用している核計装ケーブルや放射線

モニタケーブルは，耐ノイズ性を確保するため，ケーブルを電線

管内に敷設している。電線管内に敷設することにより，IEEE383 垂

直トレイ燃焼試験の判定基準を満足しないケーブルが電線管内で

火災になったとしても，電線管の両端を耐火性コーキング材で密

閉することにより，外気から容易に酸素ガスの供給できない閉塞

した状態となり，電線管内の酸素ガスのみでは燃焼が維持できず，

ケーブルの 延焼は継続できない。

ここで，IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足してい

ないケーブル1m あたりを完全燃焼させるために必要な空気量は

約 0.13m3 であり，この0.13m3が存在する電線管長さが約 14m で

ある（別紙１）ことを考慮すると，最大長さが約 50m である電線

添付資料２ 

東海第二発電所における一部の同軸ケーブルの延焼防止性につい

て 

1.はじめに

 核計装ケーブルや放射線モニタ用ケーブルは，微弱電流，微弱

パルスを扱うために，耐ノイズ性を確保することを目的に不燃性

の金属の電線管に敷設するとともに，絶縁体に誘電率の低い架橋

ポリエチレンを有する同軸ケーブルを使用している。このうち，

一部のケーブルが自己消火性を確認するUL垂直燃焼試験は満足す

るが，耐延焼性を確認するIEEE383垂直トレイ燃焼試験の判定基準

を満足しない。 

 したがって，IEEE383垂直トレイ燃焼試験を満足しない同軸ケー

ブルは，他のケーブルからの火災による延焼や，他のケーブルへ

の延焼が発生しないよう，電線管の両端部を耐火性のコーキング

材(SFエコシール)を充填することで，酸素不足による燃焼の継続

を防止する。(第1図) 

コーキング材(SFエコシール)の火災防護上の有効性を以下に示

す。 

2.電線管敷設による火災発生防止対策

2.1酸素不足による燃焼継続の防止 

 核計装ケーブルや放射線モニタ用ケーブルは，耐ノイズ性を確

保するため，ケーブルを電線管内に敷設している。電線管内に敷

設することにより，IEEE383垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足

しないケーブルが電線管内で火災になったとしても，電線管の両

端を耐火性のコーキング材で密閉することにより，外気からの酸

素の供給を遮断し，電線管内の酸素のみでは燃焼が維持できず，

ケーブルの延焼は継続できない。

IEEE383垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足していないケー

ブル1mあたりを完全燃焼させるために必要な空気量は約0.13m3で

あり，この0.13m3が存在する電線管長さが約14mであることを考慮

すると，最大長さが50mである電線管は，約3.6mだけ燃焼した後は
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管は，約 3.6m だけ燃焼した後は酸素不足となり，延焼継続は起

こらないと判断される。 

また，プルボックス内の火災についても，プルボックスの材料

が鋼製であり，さらに，耐火性のコーキング材（CP-25WB+）によ

り電線管への延焼防止が図られていることから，ケーブルの延焼

はプルボックス内から拡大しないと判断する。 

第１図：プルボックスの火災発生防止処理（例） 

2.2．コーキング材（CP-25WB+）について 

コーキング材（CP-25WB+）は，火災区域を貫通する電線管のシ

ール材として火災耐久試験を実施し，3 時間耐火性能が確認され

たものである。 

コーキング材（CP-25WB+）は，常温では硬化しにくく，亀裂等

を起こさず，長時間にわたり適度な軟らかさを維持し，以下の特

性を有するものである。 

(1) 主成分 酢酸ビニル系樹脂，ほう酸亜鉛，ケイ酸ナトリウ

ム ほか

(2) シール性

コーキング材（CP-25WB+）は，常温で硬化しにくく，長時間

にわたり適度な軟らかさが確保される性質であり，また，火災

の影響を受けると加熱発泡により膨張すること（120℃より膨張

開始し，185℃までに体積が2～4 倍），また，第２図に示すとお

り隙間なく施工することから，シール性を有している。 

なお，電線管内において火災が発生した場合には，電線管内

酸素不足となり，延焼継続は起こらないと判断される。 

 プルボックス内の火災についても，プルボックスの材料が鋼製

であり，さらに，プルボックス内の電線管に耐火性のコーキング

材(SFエコシール)を電線管に充填する設計とすることで延焼を防

止する。したがって，ケーブルの延焼はプルボックス内から広が

らないと判断する。 

第1図 プルボックス内の延焼防止対策の例 

2.2コーキング材(SFエコシール)について 

コーキング材(SFエコシール)は，火災区域を貫通する電線管の

シール材として火災耐久試験を実施し，3時間耐火性能が確認され

たものである。 

コーキング材(SFエコシール)は，常温では硬化しにくく，長時

間にわたって適切な柔軟性を維持し，以下の特性を有する。 

(1)主成分

  有機質バインダー，難燃材，有機繊維 他 

(2)シール性 

  コーキング材(SFエコシール)は，常温で硬化しにくく，長時

間にわたり適切な柔軟性を有する性質であり，難燃性及び耐熱性

に優れたノンハロゲン非硬化型非発泡性防災パテ材である。耐熱

試験では高温180℃の影響評価を実施し，シール材の基本性能に影

響がないことを確認しており，さらに，電路貫通部の火災耐久試

験にて，3時間耐火性能を有することを確認しているものである。
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の温度が上昇するため，電線管内の圧力が電線管外より高くな

り，電線管外から燃焼が継続できる酸素ガスの流入はないと考

えられる。 

第２図：コーキング材（CP-25WB+）の施工方法 

(3) 保全

コーキング材（CP-25WB+）の保全については，コーキング材

の耐久性が製品メーカにおける熱加速試験に基づき，常温 40℃

の環境下において約28年以上の耐久性を有することが確認され

ている（別紙２）こと，及びコーキング材（CP-25WB+）の特性

を踏まえ，設備の点検計画を定めている保全計画に定める。 

したがって，このコーキング材を第2図に示すとおり隙間なく施工

する設計であるため，シール性を有していると考える。 

  電線管内で火災が発生した場合には，電線管内の温度が上昇

するため，電線管内の圧力が電線管の外よりも高くなり，電線管

の外から燃焼が継続できる酸素の供給はないと考えられる。 

第2図 コーキング材(SFエコシール)の施工方法例 

(3)保全

  コーキング材(SFエコシール)の保全については，コーキング

材の耐久性が製品メーカにおける熱加速試験に基づき，常温40℃

の環境下で約28年以上の耐久性を確認していること(別紙1)，コー

キング材(SFエコシール)の特性を踏まえ，設備の点検計画を定め

ている保全計画に定める。 
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別紙１ 

同軸ケーブル燃焼に必要な空気量について 

1．同軸ケーブル燃焼評価について

同軸ケーブル燃焼評価の例としては，最も保守的な条件につい

てのみ掲載することとし，ほかの条件の計算結果については第１

表の同軸ケーブル燃焼評価結果に示す。 

密閉された電線管内に敷設された同軸ケーブルが燃焼する場

合，最もケーブルが長く燃焼する条件としては，燃焼に必要な空

気量が最も多く存在し，かつ単位長さあたりの燃焼に必要な空気

量が最も少ない組み合わせである。以下，この組み合わせの燃焼

評価を示す。 

2．同軸ケーブルにおけるポリエチレン 

同軸ケーブルの材料のうち燃焼するものはポリエチレンであ

る。また，単位長さの燃焼に消費する空気量が最も少ないものは，

燃焼するポリエチレンの量が最も少ない同軸ケーブルとなる。 

８条-別添１-資料４ 第 4-3 表のケーブル No.11,12,13 の線

種で最もポリエチレンの量が少ないケーブルは No.12 であり，そ

の含有量は 1m 当たり 9.63g である。 

絶縁体：（架橋）ポリエチレン 9.63g/m 

シース：（架橋）ポリエチレン 0.00g/m

3．燃焼に必要な空気量 

ポリエチレンの燃焼を示す以下の式より，エチレン 1mol の燃

焼には 3n molの酸素ガスが必要である。（分子量：エチレン；28n

（n は重合数）），酸素ガス； 32） 

ポリエチレン1ｇ（1／28n mol）に必要な酸素ガス（3n／28n mol）

を含む空気の体積は，標準状態（0℃，1気圧）での1mol の体積を

0.0224㎥ とすると，常温状態（40℃，1気圧）での体積は0.0257

ｍ3となる。 
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1molの体積0.0257ｍ3／molから算出すると，以下より0.0028㎥ 

である。 

空気中の酸素濃度を 21%とすると，ポリエチレン1ｇに必要な空

気量は，以下より0.0133m3となる。 

同軸ケーブル1m 当たりのポリエチレンの重量は，9.63ｇである

ことから，同軸ケーブル1mの燃焼に必要な空気の体積は，以下よ

り約0.13m3となる。 

4．0.13m3 の空気量を保有する電線管長さ 

同軸ケーブルを敷設している電線管で最も空気量を保有してい

る電線管は，厚綱電線管G104（内径106.4mm）である。 

内径106.4mmの電線管において，0.13m3の空気を保有する電線管

長さは，以下より約14mとなる。 
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第１表:同軸ケーブル燃焼評価結果 
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別紙２ 

コーキング材（CP-25WB+）の耐久性について

1．はじめに

コーキング材（CP-25WB+）は，火炎に接すると炭化発泡してケ

ーブルの焼細り空間を塞ぐ効果に加え発泡層の断熱効果，酸素遮

断効果により耐火性能を発揮するものであるが，長期間高温にさ

らされると劣化する。 

コーキング材（CP-25WB+）の劣化が進むと，発泡効果が低下し

酸素遮断効果が低下するため，電線管の密閉性が低下し酸素不足

による延焼防止効果が期待出来なくなる。 

このため，熱加速劣化させた供試体を複数製作し，コーキング

材（CP-25WB+） の発泡効果に着目した耐久性を確認した。 

2．試験概要 

・供試体を 90℃に加熱した電気炉に入れ，促進劣化させる。所

定時間経過後，電気炉から供試体を取り出し膨張倍率の測定

を行う。 

・膨張倍率試験は，供試体を 350℃に加熱した電気炉に入れ，

15 分加熱し供試体を膨張させる。 

・試験後，電気炉から供試体を取り出し，膨張試験前後の体積

の比から膨張倍率を求める。 

別紙1 

コーキング材(SFエコシール)の耐久性について

1.はじめに

コーキング材(SFエコシール)は，以下第1表に示す試験を実施

し，耐久性があることを確認している。 
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第３図：膨張倍率に着目した加速劣化試験の結果 

・上記試験について，アレニウス則により寿命評価した結果，

コーキング材（CP-25WB+）の寿命は，常温 40℃で約 28 年以

上との結果を得た。（第３図） 

第1条 コーキング材(SFエコシール)の耐久性に係る試験 
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添付資料４ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

安全機能を有する光ファイバケーブルの 

使用箇所について 

・設備の相違（柏崎 6/7

の添付資料４につい

ては以後同じ）

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 4-②の相

違 
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添付資料４ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

安全機能を有する光ファイバケーブルの使用箇所について 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の安全機能を有する光

ファイバケーブルの使用箇所の概要を第１図に示す。光ファイバ

ケーブルは，現場に設置された多重伝送盤から中央制御室以降に

使用している。光ファイバケーブルは，多重化された安全保護回

路にそれぞれ接続している。 

第１図 光ファイバケーブルの使用箇所の概要 

（原子炉緊急停止系の例） 
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参考資料１ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ケーブルの延焼性に関する IEEE383 の

適用年版について 

参考資料１ 

東海第二発電所における 

ケーブルの延焼性に関する IEEE383の

適用年版について 

参考資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

ケーブルの延焼性に関する IEEE383の

適用年版について 
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参考資料１ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ケーブルの延焼性に関する IEEE383 の適用年版について

ケーブルの延焼性は，IEEE383 std 1974 又はこれを基礎とした

「電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 号 原子力発電用電線・ケー

ブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」

の垂直トレイ燃焼試験により確認しており，この IEEE383 の適用

年版について以下に整理した。 

(1) 「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審

査基準」（以下，「審査基準」という。）「2.1 火災発生防止」

の参考には，延焼性の実証 試験は IEEE383 の実証試験によ

り示されていることを要求している。 

（参考） 

(3) 難燃ケーブルについて

使用するケーブルについて、「火災により着火し

難く、著しい燃焼をせず、また、加熱源を除去し

た場合はその燃焼部が広がらない性質」を有して

いることが、延焼性及び自己消火性の実証試験に

より示されていること。 

（実証試験の例） 

・自己消火性の実証試験･･･UL 垂直燃焼試験

・延焼性の実証試験 ･ ･ ･ IEEE383 または

IEEE1202 

参考資料 1 

東海第二発電所におけるケーブルの延焼性に関する 

IEEE383の適用年版について 

ケーブルの延焼性は，IEEE383 std 1974 又はこれを基礎とした

「電気学会技術報告(Ⅱ部)第 139号 原子力発電用電線・ケーブル

の環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」の垂

直トレイ燃焼試験によって確認しており，この IEEE383の適用年

版について，以下に整理する。 

１．要求事項 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」(以下「火災防護に係る審査基準」という。)の 2.1 火災発生

防止の参考には，延焼性の実証試験は以下のとおり実証試験によ

り示されていることを要求している。 

火災防護に係る審査基準(抜粋) 

(参考) 

(3) 難燃ケーブルについて

使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著し

い燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はその燃焼部

が広がらない性質」を有していることが、延焼性及び自己

消火性の実証試験により示されていること。

(実証試験の例)

・自己消火性の実証試験・・・UL垂直燃焼試験

・延焼性の実証試験・・・IEEE383 または IEEE1202

参考資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

ケーブルの延焼性に関する IEEE383の適用年版について

ケーブルの延焼性は，IEEE383 Std 1974又はこれを基礎とした

「電気学会技術報告（Ⅱ部）第139 号 原子力発電用電線・ケーブ

ルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」の

垂直トレイ燃焼試験により確認しており，このIEEE383の適用年版

について以下に整理した。 

(1) 「実用発電用原子炉およびその附属施設の火災防護に係る

審査基準」（以下「審査基準」という。）「2.1 火災発生防

止」の参考には，延焼性の実証試験はIEEE383の実証試験によ

り示されていることを要求している。 

 （参考） 

(3) 難燃ケーブルについて

使用するケーブルについて、「火災により着火し難

く、著しい燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合

はその燃焼部が広がらない性質」を有していること

が、延焼性及び自己消火性の実証試験により示されて

いること。 

（実証試験の例） 

・自己消火性の実証試験・・・UL垂直燃焼試験

・延焼性の実証試験・・・IEEE383 又は IEEE1202
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(2) また，審査基準「2. 基本事項」の参考には，審査基準に記載

さ れ てい ない もの につ い ては ， JEAG4626-2010 及び

JEAG4607-2010 を参照するよう 要求されている。

（参考） 

上記事項に記載されていないものについては、

JEAC4626-2010及びJEAG4607-2010を参照すること。 

(3) したがって，審査基準に記載されない IEEE383 の適用年版

については，以下に示す  JEAC4626-2010 の記載により 

IEEE383-1974 年版を適用した。 

JEAC4626-2010（抜粋） 

［解説 2-1］「難燃性ケーブル」 

難燃性ケーブルとは，米国電気電子工学学会（IEEE）規格

383（1974年版）（原子力発電所用ケーブル等の型式試験）（国

内では IEEE383 の国内版である電気学会技術報告（Ⅱ部）

第 139 号）の垂直トレイ試験に合格したものをい う。 

また，審査基準「2．基本事項」の参考には，審査基準に記載さ

れていないものは，以下の要求となっている。 

（参考） 

  上記事項に記載されていないものについては，JEAC 

4626-2010及び JEAG4607-2010を参照すること。 

２．IEEE383の適用年版 

上記までのとおり，火災防護に係る審査基準に記載されていな

いものについては，以下に示す JEAC4626-2010 に記載の

IEEE383-1974年版を適用した。 

 JEAC4626-2010(抜粋) 

【解説 2-1】「難燃性ケーブル」 

  難燃性ケーブルとは，米国電気電子工学学会(IEEE)規格

383(1974年版)(原子力発電所用ケーブル等の型式試験)(国

内では IEEE383の国内版である電気学会技術報告(Ⅱ部)第

139号)の垂直トレイ試験に合格したものをいう。 

(2) また，審査基準「2. 基本事項」の参考には，審査基準に記

載されていないものについては， JEAC4626-2010 及び 

JEAG4607-2010 を参照するよう要求されている。 

（参考） 

上記事項に記載されていないものについては、

JEAC4626-2010及びJEAG4607-2010を参照すること。 

(3) したがって，審査基準に記載されてないIEEE383の適用年

版については，以下に示す JEAC4626-2010の記載により

IEEE383-1974年版を適用した。 

  JEAC4626-2010（抜粋） 

  ［解説2-1］「難燃性ケーブル」 

難燃性ケーブルとは，米国電気電子工学学会(IEEE)規格

383(1974年版)（原子力発電所用ケーブル等の型式試験）（国

内ではIEEE383の国内版である電気学会技術報告(Ⅱ部)第

139号）の垂直トレイ試験に合格したものをいう。 
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参考資料２ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

IEEE383 垂直トレイ燃焼試験における 

残炎時間の取扱いについて 

参考資料２ 

東海第二発電所における 

IEEE383垂直トレイ燃焼試験における残炎時間の取扱いについて 

参考資料２ 

島根原子力発電所２号炉における 

IEEE383垂直トレイ燃焼試験における 

残炎時間の取扱いについて 
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参考資料２ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

IEEE383 垂直トレイ燃焼試験における残炎時間の取扱いについて 

1．はじめに

IEEE383 及び電気学会技術報告に基づく,難燃ケーブルの延焼

性を確認する垂直トレイ燃焼試験では，残炎時間を参考に測定し

ている。 

ここでは，ケーブルの残炎時間が試験の判定基準として使用さ

れておらず，試験の判定に影響を与えないことを示す。 

2．規格の記載事項 

垂直トレイ燃焼試験における評価に関する IEEE383 の記載内

容を以下に示す。 

○ IEEE383（抜粋）

○ 【和訳】IEEE383（抜粋）

2.5.5 評価 

炎が広がり，バーナーの上のトレイ全長が燃えるケーブルは

不合格である。 バーナーを外すと自己消火するケーブルは合

格である。バーナー消火後も燃え続ける，あるいは燃え尽きる

ケーブルは，延焼範囲を決定するため，そのまま燃え続けさせ

るべきである。 

参考資料 2 

東海第二発電所における 

IEEE383垂直トレイ燃焼試験における残炎時間の取扱いについて 

1.はじめに

難燃ケーブルは，ケーブルの延焼性を確認する垂直トレイ燃焼

試験について規定化された IEEE383及び電気学会技術報告におい

て，残炎時間を参考に測定している。 

ケーブルの残炎時間は，垂直トレイ燃焼試験の判定基準として

使用されておらず，試験の判定に影響を与えないことを示す。 

2.規格の記載事項

垂直トレイ燃焼試験における評価に関する IEEE383の記載を以

下に示す。 

（1）IEEE383(抜粋)

(2)IEEE383（和訳）

2.5.5 評価 

 炎の広がり，バーナーの上のトレイ全長が燃えるケーブルは不

合格である。 

 バーナーを外すと自己消火するケーブルは合格である。バーナ

ー消火後も燃え続ける，あるいは燃え尽きるケーブルは，延焼範

囲を決定するため，そのまま燃え続けさせるべきである。 

参考資料２ 

島根原子力発電所２号炉における 

IEEE383垂直トレイ燃焼試験における残炎時間の取扱いについて 

1. はじめに

IEEE383及び電気学会技術報告に基づく，難燃ケーブルの延焼

性を確認する垂直トレイ燃焼試験では，残炎時間を参考に測定し

ている。 

ここでは，ケーブルの残炎時間が試験の判定基準として使用さ

れておらず，試験の判定に影響を与えないことを示す。 

2. 規格の記載事項

垂直トレイ燃焼試験における評価に関するIEEE383の記載内容

を以下に示す。 

○IEEE383（抜粋）

○【和訳】IEEE383（抜粋）

2.5.5 評価 

炎が広がり，バーナーの上のトレイ全長が燃えるケーブルは

不合格である。バーナーを外すと自己消火するケーブルは合格

である。バーナー消火後も燃え続ける，あるいは燃え尽きるケ

ーブルは，延焼範囲を決定するため，そのまま燃え続けさせる

べきである。 
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また，IEEE383 を基礎とした「電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 

号 原子力発電用電線･ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性

試験方法に関する推奨案」の垂直トレイ燃焼試験の判定基準の記

載事項は以下のとおりである。 

○ 電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 号（抜粋）

3.7 判定 

３回の試験のいずれにおいても，ケーブルはバーナー消火

後自己消火し，かつケーブルのシースおよび絶縁体の最大

損傷長が 1,800mm 未満である場合には，そのケーブルは

合格とする。 

ケーブルの延焼性を確認する試験では，上記のとおり残炎時

間は判定基準として記載されていない。 

（3）電気学会技術報告(Ⅱ部)第 139号 原子力発電用電線・ケー

ブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案

(抜粋) 

IEEE383を基礎とした「電気学会技術報告(Ⅱ部)第 139号 原子

力発電用電線・ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方

法に関する推奨案」の垂直トレイ燃焼試験の判定基準の記載は以

下のとおりである。 

3.7 判定 

 3回の試験のいずれにおいても，ケーブルはバーナー消火後自

動消火し，かつケーブルのシースおよび絶縁体の最大損傷長が

1,800mm未満である場合には，そのケーブルは合格とする。 

ケーブルの延焼性を確認する試験では，残炎時間は上記のとお

り判定基準として記載されていない。 

また，IEEE383を基礎とした「電気学会技術報告（Ⅱ部）第139

号 原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験方法ならびに耐延

焼性試験方法に関する推奨案」の垂直トレイ燃焼試験の判定基準

の記載事項は以下のとおりである。 

○ 電気学会技術報告（Ⅱ部）第139号（抜粋）

3.7 判定 

３回の試験のいずれにおいても，ケーブルはバーナ消火

後自己消火し，かつケーブルのシースおよび絶縁体の最

大損傷長が1,800mm未満である場合には，そのケーブル

は合格とする。 

ケーブルの延焼性を確認する試験では，上記のとおり残炎時

間は判定基準として記載されていない。 
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まとめ資料比較表 〔第８条 火災による損傷の防止 別添１資料５〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

相違No. 相違理由

別添1資料5-① 島根2号炉では，消防法施行規則第23条に基づく設置範囲にしたがって感知器を設置し，個々の感知器を特定可能な設計としている

別添1資料5-② 島根2号炉は，設備の設置エリアの環境条件等を踏まえた感知器の組み合わせで火災を検知する設計としている

別添1資料5-③ 島根2号炉は，アナログ式の熱感知器を設置している

別添1資料5-④
島根2号炉は，A,HPCS-DG燃料移送系ケーブルトレンチにはアナログ式の煙感知器と熱感知器を，B-DG燃料移送系ケーブルトレンチには非アナログ式の防爆型の煙感知器と熱感知器
を設置する設計としている

別添1資料5-⑤ 島根2号炉では，可燃物管理を実施する一部の火災区域又は火災区画について，火災感知器を設置しない，若しくは消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置している

別添1資料5-⑥ 島根2号炉は，中央制御室で火災監視ができるよう総合操作盤を中央制御室に隣接する補助盤室に設置し，副防災盤を中央制御室へ設置する設計としている

別添1資料5-⑦ 島根2号炉の安全機能を有する機器等を設置する火災区域又は火災区画には，光ファイバケーブル式熱感知器を使用していない

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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資料５ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び機器が 

設置される火災区域又は火災区画の火災感知設備について 

資料５ 

東海第二発電所における 

原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び 

機器が設置される火災区域又は火災区画の 

感知設備について 

資料５ 

島根原子力発電所２号炉における 

原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び 

機器が設置される火災区域又は火災区画の 

火災感知設備について 
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＜目 次＞ 

1. 概要

2. 要求事項

3. 火災感知設備の概要

3.1. 火災感知設備の火災感知器について 

3.2. 火災感知設備の受信機について 

3.3. 火災感知設備の電源について 

3.4. 火災感知設備の中央制御室での監視について 

3.5. 火災感知設備の耐震設計について 

3.6. 火災感知設備に対する試験検査について 

添付資料１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係

る審査基準（抜粋） 

添付資料２ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における火

災感知器の基本設置方針について 

添付資料３ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における高

感度煙検出設備の特徴等について 

添付資料４ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における火

災感知器の配置を明示した図面 

【目次】 

1.概要

2.要求事項

3.火災感知設備の概要

3.1火災感知設備の火災感知器について

3.2火災感知設備の受信機について

3.3火災感知設備の電源について

3.4火災感知設備の中央制御室での監視について

3.5火災感知設備の耐震設計について

3.6火災感知設備に対する試験検査について

添付資料1 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係

る審査基準（抜粋） 

添付資料2 東海第二発電所における防爆型火災感知器について 

添付資料3 東海第二発電所における火災感知器の型式ごとの特

徴等について 

添付資料4 東海第二発電所における火災感知器の配置を明示し

た図面 

参考資料1 複合体内の非難燃ケーブルに対する火災感知器につ

いて 

＜目 次＞ 

1. 概要

2. 要求事項

3. 火災感知設備の概要

 3.1. 火災感知設備の火災感知器について 

 3.2. 火災感知設備の受信機について 

 3.3. 火災感知設備の電源について 

 3.4. 火災感知設備の中央制御室での監視について 

 3.5. 火災感知設備の耐震設計について 

 3.6. 火災感知設備に対する試験検査について 

添付資料１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係

る審査基準（抜粋） 

添付資料２ 島根原子力発電所２号炉における火災感知器の基本

設置方針について 

添付資料３ 島根原子力発電所２号炉における高感度煙検出設備

の特徴等について 

添付資料４ 島根原子力発電所２号炉における火災感知器の配置

を明示した図面 

・記載箇所の相違

【東海第二】 

 島根 2号炉は，添付資

料２に防爆型火災感知

器を記載している 

・設備の装置

【東海第二】 

 島根 2 号炉の安全機

能を有する機器は，

IEEE383 試験および UL

垂直燃焼試験により難

燃性を確認した難燃ケ

ーブルを使用している 
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資料５ 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び機器が設置される 

火災区域又は火災区画の火災感知設備について 

1．概要

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における安全機能の

うち，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するため

に必要な構築物，系統及び機器への火災の影響を限定し，早期

に火災を感知するための火災感知設備について以下に示す。 

なお，放射性物質貯蔵等の構築物，系統及び機器の設置場所

に対する火災感知設備については，資料９に示す。 

2．要求事項 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査

基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）における火

災感知設備の要求事項を以下に示す。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.基本事項

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機

能を有する構造物、系統及び機器を火災から防護することを

目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基づ

いて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽減

のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じること。

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための

安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区

域及び火災区画

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統

及び機器が設置される火災区域 

資料５ 

原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び機器が設置される 

火災区域又は火災区画の火災感知設備について 

1．概要

東海第二発電所の安全機能のうち，原子炉の安全停止に必要な

構築物，系統及び機器(以下「原子炉の安全停止に必要な機器等」

という。)への火災の影響を限定し，早期に火災を感知するための

火災感知設備について以下に示す。 

なお，放射性物質貯蔵等の機器等の設置場所に対する火災感知

設備は，資料9に示す。 

2. 要求事項

 「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）における火災

感知設備の要求事項は以下のとおりである。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.基本事項

(1)原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能

を有する構造物，系統及び機器を火災から防護することを目的と

して，以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基づいて，火災

発生防止，火災の感知及び消火，火災の影響軽減のそれぞれを考

慮した火災防護対策を講じること。 

①原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全

機能を有する構築物，系統及び機器が設置される火災区域及び火

災区画 

②放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び

機器が設置される火災区域 

資料５ 

島根原子力発電所２号炉における 

原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び機器が設置される 

火災区域又は火災区画の火災感知設備について 

1. 概 要

島根原子力発電所２号炉における安全機能のうち，原子炉の高

温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系

統及び機器への火災の影響を限定し，早期に火災を感知するため

の火災感知設備について以下に示す。 

なお，放射性物質貯蔵等の構築物，系統及び機器の設置場所に

対する火災感知設備については，資料９に示す。 

2. 要求事項

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査

基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）における火災

感知設備の要求事項を以下に示す。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査  

基準」（抜粋） 

2. 基本事項

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機

能を有する構造物、系統及び機器を火災から防護すること

を目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類に

基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影

響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずること。

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための

安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災

区域及び火災区画

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統

及び機器が設置される火災区域
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2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の

影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計である

こと。 

（1）火災感知設備 

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、

空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して

型式を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置するこ

と。

② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる

種類の感知器又は同等の機能を有する機器を組合せて設

置すること。また、その設置にあたっては、感知器等の誤

作動を防止するための方策を講じること。 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保す

る設計であること。

④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、

地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性

能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた

設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設

計であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計

であること。 

2.2 火災の感知，消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は，以下の各号に掲げるように，

安全機能を有する構築物，系統及び機器に対する火災の影響

を限定し，早期の火災感知及び消火を行える設計であること。 

（1）火災感知設備 

①各火災区域における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気

流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選

定し，早期に火災を感知できる場所に設置すること。

②火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類

の感知器又は同等の機能を有する機器を組合せて設置するこ

と。また，その設置にあたっては，感知器等の誤作動を防止

するための方策を講じること。 

③外部電源喪失時に機能を失わないように，電源を確保する設

計であること。

④中央制御室等で適切に監視できる設計であること。

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は，以下の各号に示すように，

地震等の自然現象によっても，火災感知及び消火の機能，

性能が維持される設計であること。 

（1）凍結するおそれがある消火設備は，凍結防止対策を講じた

設計であること。 

（2）風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計

であること。 

（3）消火配管は，地震時における地盤変位対策を考慮した設計

であること 

2.2 火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災

の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計で

あること。 

(1)火災感知設備

①各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空

気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型

式を選定し、早期に火災を感知できるよう固有の信号を発

する異なる感知方式の感知器等（感知器及びこれと同等の

機能を有する機器をいう。以下同じ。）をそれぞれ設置す

ること。また、その設置に当たっては、感知器等の誤作動

を防止するための方策を講ずること。 

②感知器については消防法施行規則（昭和３６年自治省令第

６号）第２３条第４項に従い、感知器と同等の機能を有す

る機器については同項において求める火災区域内の感知

器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び発信機に係る

技術上の規格を定める省令（昭和５６年自治省令第１７

号）第１２条から第１８条までに定める感知性能と同等以

上の方法により設置すること。 

③外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する

設計であること。

④中央制御室で適切に監視できる設計であること。

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、

地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性

能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた

設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設

計であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計

であること。 
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なお，「2.2.1 (1) 火災感知設備」の要求事項を添付資料１に示

す。 

本資料では，基本事項の中に記載される「①原子炉の高温停止

及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する構築物，

系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画」への火災感知

設備の設置方針を示す。 

3．火災感知設備の概要 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において火災が発生し

た場合に，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するた

めに必要な構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区

画の火災を早期に感知し，原子炉の高温停止及び低温停止を達成

し，維持するために必要な構築物，系統及び機器に対する火災の

影響を限定するために，要求事項に応じた「火災感知設備」を設

置する。 

「火災感知設備」は，周囲の環境条件を考慮して設置する「火

災感知器」と，中央制御室での火災の監視等の機能を有する「受

信機」を含む火災受信機盤等から構成される。柏崎刈羽原子力発

電所 6 号及び 7 号炉に設置する「火災感知器」及び「受信機」

について以下に示す。 

3.1．火災感知設備の火災感知器について 

火災感知器は，早期に火災を感知するため，火災感知器の

取付面高さ，火災感知器を設置する周囲の温度，湿度及び空

気流等の環境条件を考慮して設置する。 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の発電用原子炉施

設内で発生する火災としては，ポンプに内包する油やケーブ

ルの火災であり，原子力発電所特有の火災条件が想定される

箇所はなく，病院等の施設で使用されている火災感知器を消

防法に準じて設置することにより，十分に火災を感知するこ

とが可能である。 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために

必要な構築物，系統及び機器の設置場所には，基本的に火災

発生時に炎が生じる前の発煙段階から感知できる煙感知器を

設置し，その他，蒸気及びガスの発生により煙感知器が誤作

なお，「2.2.1 (1)火災感知設備」の要求事項を添付資料1に示す。 

本資料では，基本事項の中に記載される「①原子炉の安全停止

に必要な構築物，系統及び機器を設置する火災区域及び火災区画」

への火災感知設備の設置方針を示す。 

3．火災感知設備の概要 

 東海第二発電所において火災が発生した場合に，原子炉の安全

停止に必要な機器等が設置された火災区域又は火災区画(以下「火

災区域(区画)」という。)の火災を早期に感知し，原子炉の安全停

止に必要な機器等に対する火災の影響を限定するために，要求事

項に応じた「火災感知設備」を設置する。 

 「火災感知設備」は，周囲の環境条件を考慮して設置する「火

災感知器」と，中央制御室での火災の監視等の機能を有する「受

信機」を含む火災受信機盤等により構成される。東海第二発電所

に設置する「火災感知器」及び「受信機」について以下に示す。 

3.1 火災感知設備の火災感知器について 

 火災感知器は，早期に火災を感知するため，放射線，火災感知

器の取付面高さ，火災感知器を設置する周囲の温度，湿度及び空

気流等の環境条件を考慮して設置する。 

 東海第二発電所内で発生する火災としては，ポンプに内包する

油やケーブルの火災であり，原子力発電所特有の火災条件が想定

される箇所はなく，一般施設に使用されている火災感知器を消防

法に準じて設置することにより，十分に火災を感知することが可

能である。 

 原子炉の安全停止に必要な機器等が設置される箇所は，火災時

に炎が生じる前の発煙段階から感知できる煙感知器を設置し，そ

の他は，蒸気及びガスの発生により煙感知器が誤作動する可能性

のある箇所には，熱感知器を設置する。 

なお，「2.2.1 (1) 火災感知設備」の要求事項を添付資料１に

示す。 

  本資料では，基本事項の中に記載される「① 原子炉の高温停

止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築

物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画」への火災

感知設備の設置方針を示す。 

3. 火災感知設備の概要

島根原子力発電所２号炉において火災が発生した場合に，原子

炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築

物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期

に感知し，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するた

めに必要な構築物，系統及び機器に対する火災の影響を限定する

ために，要求事項に応じた「火災感知設備」を設置する。 

「火災感知設備」は，周囲の環境条件を考慮して設置する「火

災感知器」と，中央制御室での火災の監視等の機能を有する「受

信機」を含む火災受信機盤等から構成される。島根原子力発電所

２号炉に設置する「火災感知器」及び「受信機」について以下に

示す。 

3.1. 火災感知設備の火災感知器について 

火災感知器は，早期に火災を感知するため，火災感知器の取

付面高さ，火災感知器を設置する周囲の温度，湿度及び空気流

等の環境条件を考慮して設置する。 

島根原子力発電所２号炉の発電用原子炉施設内で発生する

火災としては，ポンプに内包する油やケーブルの火災であり，

原子力発電所特有の火災条件が想定される箇所はなく，病院等

の施設で使用されている火災感知器を消防法施行規則第23条

第４項に従い設置することにより，十分に火災を感知すること

が可能である。 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必

要な構築物，系統及び機器の設置場所には，基本的に火災発生

時に炎が生じる前の発煙段階から感知できる煙感知器を設置

し，その他，蒸気及びガスの発生により煙感知器が誤作動する
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動する可能性のある場所には，熱感知器を設置する。 

さらに，「固有の信号を発する異なる種類の火災感知器」の

設置要求を満足するため，既存の火災感知器に加えて熱感知

器又は煙感知器を組み合わせて設置する。設置に当たっては，

消防法に準じた設置条件で設置する。 

これらの組合せは，平常時の状況（温度，煙の濃度）を監

視し，かつ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把

握することができるアナログ式とする。 

周囲の環境条件から，アナログ式の熱感知器又は煙感知器

を設置することが適さない箇所の火災感知器等の選定方法を

以下に示す。 

なお，設計基準対象施設を設置する火災区域又は火災区画

のうち，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプを設置す

る屋外区域については，非アナログ式の屋外仕様の炎感知器

及び赤外線感知機能を備えたアナログ式の熱感知カメラを，

非常用ディーゼル発電機軽油タンクを設置する屋外区域につ

いては非アナログ式の屋外仕様の炎感知器を設置する設計と

する。これらは火災を感知した個々の感知器を特定せず区域

ごとの警報を発報するが，監視対象区域は屋外の大空間であ

り，警報確認後の現場確認において火災源の特定が可能であ

ることから適用可能とする。 

また，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルを敷設

するトレンチについては，アナログ式の光ファイバケーブル

式熱感知器を設置する。光ファイバケーブル式熱感知器は感

知区域ごとの警報を発報するが，中央制御室に設置した火災

受信機において，センサ用光ファイバケーブルの長手方向に

対して約 2m間隔で火源の特定が可能であり，早期の消火活動

を行うことができることから適用可能とする。光ファイバケ

ーブル式熱感知器の作動原理を添付資料２別紙１に示す。 

 さらに，「固有の信号を発する異なる種類の火災感知器」の設

置要求を満足するため，既存の火災感知器に加えて熱感知器又は

煙感知器を組み合わせて設置する。設置にあたっては，消防法に

準じた設置条件で設置する。 

 これらの組合せは，平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，

かつ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握すること

ができるアナログ式とする。 

 周囲の環境条件により，アナログ式の熱感知器又は煙感知器を

設置することが適さない箇所の火災感知器等の選定方法を以下に

示す。 

なお，設計基準対象施設を設置する火災区域(区画)のうち，海

水ポンプを設置する屋外エリアについては，非アナログ式の屋外

仕様の炎感知器及び赤外線感知機能を備えたアナログ式の熱感知

カメラを設置する設計とする。これらは火災を感知した個々の感

知器を特定せずエリア毎の警報を発報するが，監視対象エリアは

屋外の大空間であり，警報確認後の赤外線カメラの画像確認にお

いて火災源の特定が可能であることから適用可能とする。 

可能性のある場所には，熱感知器を設置する。 

さらに，「固有の信号を発する異なる感知方式の火災感知器」

の設置要求を満足するため，既存の火災感知器に加えて熱感知

器又は煙感知器を組み合わせて設置する。設置にあたっては，

消防法施行規則第23条第４項に従った設置条件で設置する。 

これらの組合せは，平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視

し，かつ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握す

ることができるアナログ式とする。 

周囲の環境条件から，アナログ式の熱感知器又は煙感知器を

設置することが適さない箇所の火災感知器等の選定方法を以

下に示す。 

なお，火災感知器と同等の機能を有する機器を選定する場合

には，消防法施行規則第23条第４項において求める火災区域内

の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び発信機に係

る技術上の規格を定める省令第12条から第18条までに定める

感知性能と同等以上の方法により，機器を設置する。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉では，消防

法施行規則第 23 条に基

づく設置範囲にしたが

って感知器を設置し，

個々の感知器を特定可

能な設計としている（以

下，別添 1 資料 5-①の

相違） 
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○ 蓄電池室

蓄電池室は，蓄電池充電中に少量の水素ガスを発生するこ

とから，換気空調設備を設置しており，安定した室内環境を

維持しているが，万が一の水素濃度の上昇※1を考慮し，防爆

型煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。 

防爆型の煙感知器及び熱感知器は非アナログ式しか製造さ

れていないが，蓄電池室に設置する非アナログ式の防爆型煙

感知器はアナログ式煙感知器と同様に，炎が生じる前の発煙

段階から煙の早期感知が可能である。また，蓄電池室に設置

する非アナログ式の防爆型熱感知器については，蓄電池室は

換気空調設備により安定した室内環境を維持していることか

ら，通常の熱感知器と同様，周囲温度を考慮した作動温度を

設定することによって，早期の火災感知及び誤作動の防止を

図る。 

防爆型の熱感知器及び煙感知器の概要を添付資料２に示

す。 

※ 1 蓄電池室は，換気空調設備の機械換気により水素濃

度の上昇を防止する設計である。

○ 原子炉格納容器

起動中における原子炉格納容器内の火災感知器は，環境条

件や予想される火災の性質を考慮し，原子炉格納容器内には

異なる2 種類の感知器としてアナログ式の煙感知器及び熱感

知器を設置する設計とする。 

原子炉格納容器内は，通常運転中，窒素ガス封入により不

活性化しており，火災が発生する可能性がない。しかしなが

ら，運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温

かつ高線量環境となることから，火災感知器が故障する可能

性がある。このため，原子炉格納容器内の火災感知器は，起

動時の窒素ガス封入後に中央制御室内の受信機にて作動信号

を除外する運用とし，プラント停止後に速やかに取り替える

設計とする。 

低温停止中における原子炉格納容器内の火災感知器は，起

動中と同様にアナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する

設計とする。 

〇蓄電池室 

蓄電池室は，蓄電池内の圧力が上昇した場合に作動する制御弁

によって水素を放出する可能性があることから，換気空調設備を

設置しており，安定した室内環境を維持している。 

万が一の水素濃度の上昇※1を考慮し，防爆型の煙感知器及び熱

感知器を設置する設計とする。 

防爆型の煙感知器及び熱感知器は非アナログ式しか製造されて

いないが，蓄電池室に設置する非アナログ式の防爆型煙感知器は

アナログ式の煙感知と同様に，炎が生じる前の発煙段階から煙の

早期感知が可能である。また，蓄電池室に設置する非アナログ式

の防爆型熱感知器については，蓄電池室は換気空調設備により安

定した室内環境(室温最大40℃)を維持していることから，通常の

熱感知器と同様，周囲温度を考慮した作動温度を設定することに

よって，早期の火災感知及び誤作動の防止を図る。 

防爆型の熱感知器及び煙感知器の概要を添付資料2に示す。 

※1 蓄電池室は，換気空調設備の機械換気により水素濃度の上

昇を防止する設計である。

〇原子炉格納容器 

起動中における原子炉格納容器内の火災感知器は，環境条件や

予想される火災の性質を考慮し，原子炉格納容器内には異なる2

種類の感知器としてアナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置す

る設計とする。原子炉格納容器内は，通常運転中，窒素封入によ

り不活性化しており，火災が発生する可能性がない。しかしなが

ら，運転中の格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量

環境となることから，火災感知器が故障する可能性がある。この

ため，原子炉格納容器内の火災感知器は，起動時の窒素封入後に

中央制御室内の受信機にて作動信号を除外する運用とし，プラン

ト停止後に速やかに取り替える設計とする。低温停止中における

原子炉格納容器内の火災感知器は，起動中と同様にアナログ式の

煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。 

○ 蓄電池室

蓄電池室は，蓄電池充電中に少量の水素ガスを発生するこ

とから，換気空調設備を設置しており，安定した室内環境を

維持しているが，万一の水素濃度の上昇※１を考慮し，防爆型

煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。 

防爆型の煙感知器及び熱感知器は非アナログ式しか製造さ

れていないが，蓄電池室に設置する非アナログ式の防爆型煙

感知器はアナログ式煙感知器と同様に，炎が生じる前の発煙

段階から煙の早期感知が可能である。また，蓄電池室に設置

する非アナログ式の防爆型熱感知器については，蓄電池室は

換気空調設備により安定した室内環境を維持していることか

ら，通常の熱感知器と同様，周囲温度を考慮した作動温度を

設定することによって，早期の火災感知及び誤作動の防止を

図る。 

防爆型の熱感知器及び煙感知器の概要を添付資料２に示

す。 

※１：蓄電池室は，換気空調設備の機械換気により水素濃

度の上昇を防止する設計である。 

○ 原子炉格納容器

起動中における原子炉格納容器内の火災感知器は，環境条件

や予想される火災の性質を考慮し，原子炉格納容器内には異な

る感知方式の感知器としてアナログ式の煙感知器及び熱感知

器を設置する設計とする。 

原子炉格納容器内は，通常運転中，窒素ガス封入により不活

性化しており，火災が発生する可能性がない。しかしながら，

運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高

線量環境となることから，火災感知器が故障する可能性があ

る。このため，原子炉格納容器内の火災感知器は，起動時の窒

素ガス封入後に中央制御室内の受信機にて作動信号を除外す

る運用とし，プラント停止後に速やかに取り替える設計とす

る。 

低温停止中における原子炉格納容器内の火災感知器は，起動

中と同様にアナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設

計とする。 
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○ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域

非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域は屋外開放

であるため，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器による

火災感知は困難である。 

このため，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域

全体の火災を感知するために，非アナログ式の屋外仕様の炎

感知器及びアナログ式の熱感知カメラを監視範囲に火災の検

知に影響を及ぼす死角がないように設置する。 

これらはそれぞれ誤作動防止対策として以下の機能を有す

る。 

・炎感知器：平常時から炎の波長の有無を連続監視し，火災

現象(急激な環境変化)を把握できることから，アナ

ログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤

外線 3 波長式」(物質の燃焼時に発生する特有な放

射エネルギーの波長帯を3 つ検知した場合にのみ

発報する）を採用し誤作動防止を図る。さらに，降

水等の浸入により火災感知器の故障が想定される

ため屋外仕様を採用する設計とする。なお，太陽光

の影響については，火災発生時の特有な波長帯のみ

を感知することで誤作動を防止する設計とする。 

・熱感知カメラ：アナログ式の熱感知カメラを使用すること

によって，誤作動防止を図る。また，熱サーモグラ

フィにより，火源の早期確認・判断誤り防止を図る。

さらに，屋外に設置することから降水等の浸入によ

り火災感知器の故障が想定されるため屋外仕様を

採用する設計とする。なお，熱感知カメラの感知原

〇海水ポンプ室 

海水ポンプ室は屋外であるため，火災による煙は周囲に拡散し，

煙感知器による火災感知は困難である。 

このため，海水ポンプ室全体の火災を感知するために，非アナ

ログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）及びアナログ式の熱

感知カメラ（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲内に火災の検知

に影響を及ぼす死角がないように設置する。これらはそれぞれ誤

作動防止対策として以下の機能を有する。 

炎感知器は，炎から発する放射エネルギを連続監視し，この放

射エネルギから発せられる3つの波長帯を検知した場合にのみ検

知するもので誤作動防止を図る設計とする。 

温度監視カメラ又はエリア監視カメラは，屋外の温度環境を踏

まえてカメラの温度を設定し，熱サーモグラフィによる確認に加

えエリア監視カメラを採用することで，現場状況の早期確認・誤

った判断をすることを防止する設計とする。 

・炎感知器  ：平常時より炎の波長の有無を連続監視し，

火災現象(急激な環境変化)を把握できるこ

とから，アナログ式と同等の機能を有する。

また，感知原理に「赤外線3波長式」(物質

の燃焼時に発生する特有な放射エネルギの

波長帯を3つ検知した場合にのみ発報する)

を採用し誤作動防止を図る。さらに，降水

等の浸入により火災感知器の故障が想定さ

れるため屋外仕様を採用する設計とする。

なお，太陽光の影響については，火災発生

時の特有な波長帯のみを感知することで誤

作動を防止する設計とする。 

・熱感知カメラ：アナログ式の熱感知カメラを使用するこ

とによって，誤作動防止を図る。また，熱

サーモグラフィにより，火災源の早期確

認・判断誤り防止を図る。さらに，屋外に

設置することから，降水等の浸入により火

災感知器の故障が想定されるため屋外仕様

○ ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発

電機排気管室 

屋外開放のディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びデ

ィーゼル発電機排気管室は，区域全体を感知する必要がある

が，火災による煙は周囲に拡散するため，煙感知器による火

災感知は困難であることから，ディーゼル発電機給気消音器

フィルタ室及びディーゼル発電機排気管室全体の火災を感知

するために，アナログ式の屋外仕様の熱感知器及び非アナロ

グ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視

範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置す

る。 

炎感知器（赤外線方式）は誤作動防止対策として以下の機

能を有する。 

・炎感知器（赤外線方式）：

平常時から炎の波長の有無を連続監視し，火災現象

（急激な環境変化）を把握できることから，アナログ式

と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波

長式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギー

の波長帯を３つ検知した場合にのみ発報する）を採用し

誤作動防止を図る。さらに，降水等の浸入により火災感

知器の故障が想定されるため屋外仕様を採用する設計

とする。なお，外光（日光）からの影響を考慮し，遮光

カバーを設けることにより，火災発生時の特有な波長帯

のみを感知することで誤作動を防止する設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 島根 2号炉は，設備の

設置エリアの環境条件

等を踏まえた感知器の

組み合わせで火災を検

知する設計としている

（以下，別添 1資料 5-②

の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，アナロ

グ式の熱感知器を設置

している（以下，別添 1

資料 5-③の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 5-③の相

違 
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理は赤外線による熱監視であるが，感知する対象が

熱であることから炎感知器とは異なる種類の感知

器と考える。 

を採用する設計とする。なお，熱感知カメ

ラの感知原理は赤外線による熱監視である

が，感知する対象が熱であることから炎感

知器とは異なる種類の感知器と考える。 

○ ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア

Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア

は，屋外であるため，区域全体の火災を感知する必要がある

が，火災による煙が周囲に拡散し煙感知器による火災感知は

困難であること，引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそ

れがあること，また，降水等の浸入により火災感知器の故障

が想定されることから，Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移

送ポンプエリア及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃

料移送ポンプエリア全体の火災を感知するために，非アナロ

グ式の屋外仕様（防爆型）の熱感知器及び非アナログ式の屋

外仕様（防爆型）の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監

視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置す

る。 

炎感知器（赤外線方式）は非アナログ式であるが，平常時

より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象(急激な環境変

化)を把握できることから，アナログ式と同等の機能を有す

る。また，感知原理に「赤外線３波長式」(物質の燃焼時に発

生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合に

のみ発報する）を採用し誤作動防止を図る。さらに，屋外仕

様を採用する設計とするとともに，外光（日光）からの影響

を考慮し，遮光カバーを設けることにより，火災発生時の特

有な波長帯のみを感知することで誤作動を防止する設計とす

る。 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアは，格

納槽内の区域であり，引火性又は発火性の雰囲気を形成する

おそれのある場所であるため，万一の軽油燃料の気化を考慮

し，火災を早期に検知できるよう，非アナログ式の防爆型の

煙感知器及び非アナログ式の防爆型の熱感知器を設置する設

計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 5-②の相

違 
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○ 非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域

非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域は屋外であるた

め，火災による煙が周囲に拡散し，煙感知器による火災感知

は困難である。 

このため，非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域には非

アナログ式の炎感知器を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼ

す死角がないように設置することに加え，タンク内部の空間

部に防爆型の非アナログ式の熱感知器を設置する設計とす

る。炎感知器は非アナログ式であるが，平常時から炎の波長

の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握で

きることから，アナログ式と同等の機能を有する。また，感

知原理に「赤外線 3 波長式」（物質の燃焼時に発生する特有

な放射エネルギーの波長帯を3 つ検知した場合にのみ発報す

る）を採用し誤作動防止を図る設計とする。なお，太陽光の

影響については，火災発生時の特有な波長帯のみを感知する

ことで誤作動を防止する設計とする。 

防爆型の熱感知器については非アナログ式であるが，軽油

タンク最高使用温度（約 66℃）を考慮した温度を設定温度（約

80℃）とすることで誤作動防止を図る設計とする。 

〇軽油貯蔵タンク設置区域 

軽油貯蔵タンク設置区域は地下埋設構造としており安定した環

境を維持する。 

一方，軽油貯蔵タンク上部の点検用マンホールから地上までの

空間においては軽油燃料が気化して内部に充満する可能性が否

定できない。そのため，万が一気化した軽油燃料による爆発リス

クを低減する観点からマンホール上部空間内には防爆型の熱感

知器及び防爆型の煙感知器を設置する設計とする。 

○ ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域

屋外の区域であるディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区

域は，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感

知は困難である。加えて，タンク室内の空間部は燃料の気化

による引火性又は発火性の雰囲気を形成している。このため，

タンク室内の空間部に非アナログ式の屋外仕様（防爆型）の

熱感知器及び非アナログ式の屋外仕様（防爆型）の炎感知器

（赤外線方式）を設置する設計とする。 

炎感知器（赤外線方式）は非アナログ式であるが，平常時

より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変

化）を把握できることから，アナログ式と同等の機能を有す

る。また，感知原理に「赤外線３波長式」（物質の燃焼時に発

生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合に

のみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。さら

に，屋外仕様を採用する設計とするとともに，外光（日光）

からの影響を考慮し，遮光カバーを設けることにより，火災

発生時の特有な波長帯のみを感知することで誤作動を防止す

る設計とする。 

また，屋外仕様（防爆型）の熱感知器は非アナログ式であ

るが，軽油タンク最高使用温度（約 66℃）を考慮した温度を

設定温度（約 80℃）とすることで誤作動防止を図る設計とす

る。 

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの火災感知器の設備概要

を第５-１図に示す。 

第５-１図 ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの 

火災感知器の設備概要 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 5-②の相

違 
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○ 原子炉建屋オペレーティングフロア

原子炉建屋オペレーティングフロアは天井が高く大空間と

なっているため，火災による熱が周囲に拡散することから，

熱感知器による感知は困難である。そのため，非アナログ式

の炎感知器とアナログ式の光電分離型煙感知器を監視範囲に

火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計と

する。 

炎感知器は非アナログ式であるが，平常時から炎の波長の

有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握でき

ることから，アナログ式と同等の機能を有する。また，外光

が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置することによ

り，誤作動防止を図る設計とする。 

さらに，感知原理に「赤外線 3 波長式」（物質の燃焼時に

発生する特有な放射エネルギーの波長帯を3 つ検知した場合

にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。 

○ 主蒸気管トンネル室

主蒸気管トンネル室については，通常運転中は高線量環境

となることから，放射線の影響により火災感知器の制御回路

が故障する可能性がある。 

さらに，火災感知器が故障した場合の取替えも出来ない。

このため 放射線の影響を受けにくい非アナログ式の熱感知

器を設置する。加えて，放射線の影響を受けないよう検出器

〇原子炉建屋原子炉棟6階（オペレーティングフロア） 

 原子炉建屋原子炉棟6階（オペレーティングフロア）は，天井

が高く大空間となっているため，火災による熱が周囲に拡散する

ことから，熱感知器による感知は困難である。そのため，非アナ

ログ式の炎感知器（赤外線方式）とアナログ式の光電式分離型煙

感知器をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角

がないように設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式であ

るが，平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象(急激

な環境変化)を把握できることから，アナログ式と同等の機能を

有する。また，外光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設

置することにより，誤作動防止を図る設計とする。 

さらに，感知原理に「赤外線3波長式」(物質の燃焼時に発生す

る特有な放射エネルギの波長帯を3つ検知した場合にのみ発報す

る)を採用し誤作動防止を図る設計とする。 

〇主蒸気管トンネル室 

主蒸気管トンネル室内は，通常運転中は高線量環境となるた

め，放射線の影響により火災感知器の制御回路が故障するおそれ

があり，火災感知器が故障した場合の取替えも出来ない。したが

って，放射線の影響を受けにくい非アナログ式の熱感知器を設置

する。非アナログ式の熱感知器は，主蒸気管トンネル室の環境温

度を考慮した設定温度とすることで誤作動防止を図る設計とす

○ 原子炉建物オペレーティングフロア

原子炉建物オペレーティングフロアは天井が高く大空間と

なっているため，火災による熱が周囲に拡散することから，

熱感知器による感知は困難である。そのため，非アナログ式

の炎感知器（赤外線方式）とアナログ式の光電分離型煙感知

器を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように

設置する設計とする。（第５－２図） 

炎感知器（赤外線方式）は非アナログ式であるが，平常時

から炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変

化）を把握できることから，アナログ式と同等の機能を有す

る。また，建物内に設置していることから，外光があたらず，

高温物体が近傍にない箇所に設置することにより，誤作動防

止を図る設計とする。 

さらに，感知原理に「赤外線３波長式」（物質の燃焼時に発

生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合に

のみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。 

第５-２図 原子炉建物オペレーティングフロアの感知器設置概要 

○ 主蒸気管室

主蒸気管室については，通常運転中は高線量環境となるこ

とから，放射線の影響により火災感知器の制御回路が故障す

る可能性がある。 

さらに，火災感知器が故障した場合の取替えも出来ない。

このため，放射線の影響を受けにくい非アナログ式の熱感知

器を設置する。加えて，放射線の影響を受けないよう検出器
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部位を当該区画外に配置するアナログ式の煙吸引式検出設備

を設置する設計とする。  

主蒸気管トンネル室に設置する非アナログ式の熱感知器に

ついては，主蒸気管トンネル室は換気空調設備により安定し

た室内環境を維持していることから，通常の熱感知器と同様，

周囲温度を考慮した作動温度を設定することによって，早期

の火災感知及び誤作動の防止を図る。 

○ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ

非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチはハ

ッチからの雨水の浸入によって高湿度環境になりやすく，一

般的なアナログ式の煙感知器による火災感知に適さない。こ

のため，異なる 2 種の感知器として，湿気の影響を受けにく

いアナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器，及び防湿対

策を施したアナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計と

する。 

る。 

加えて，放射線の影響を受けないよう検出部位を当該エリア外

に配置するアナログ式の煙吸引式感知器を設置する設計とする。 

部位を主蒸気管室外に配置するアナログ式の煙吸引式検出設

備を設置する設計とする。 

主蒸気管室に設置する非アナログ式の熱感知器について

は，主蒸気管室は換気空調設備により安定した室内環境を維

持していることから，通常の熱感知器と同様，周囲温度を考

慮した作動温度を設定することによって，早期の火災感知及

び誤作動の防止を図る。 

○ Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ

は，Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアと同

空間であり，引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれの

ある場所であるため，Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送

ポンプエリア内での万一の軽油燃料の気化を考慮し，火災を

早期に検知できるよう，非アナログ式の防爆型の煙感知器及

び非アナログ式の防爆型の熱感知器を設置する設計とする。 

○ 海水ポンプエリア

海水ポンプエリアは，屋外であるため，火災による熱及び

煙は周囲に拡散し，熱感知器及び煙感知器による火災感知は

困難であること，また，降水等の浸入により火災感知器の故

障が想定される。このため，海水ポンプエリア全体の火災を

感知するために，非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外

線方式）及びアナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線

方式）を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないよ

うに設置する設計とする。 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平常

時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境

変化）を把握できることから，アナログ式と同等の機能を有

する。また，感知原理に「赤外線３波長式」（物質の燃焼時

に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場

合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。

さらに，外光（日光）からの影響を考慮し，遮光カバーを設

けることにより，火災発生時の特有の波長帯のみを感知する

ことで誤作動を防止する設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 5-②の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 5-②の相

違 
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火災感知器の型式ごとの特徴等を添付資料２に示す。また，火

災感知器の配置図を添付資料４に示す。 

なお，火災感知器の配置図については，火災防護に係る審査基

準に基づき設計基準対象施設に対して設置する感知器に加え，重

大事故等対処施設に対して設置する感知器も記載している。 

また，以下に示す火災区域又は火災区画は，火災の影響を受け

るおそれが考えにくいことから，火災感知器を設置しない，若し

くは消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計と

する。 

○ 格納容器機器搬出入用ハッチ室

格納容器機器搬出入用ハッチ室は，発火源となるようなも

のが設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込ま

ない運用とするうえ，通常コンクリートハッチにて閉鎖され

ていることから，火災の影響を受けない。また，ハッチ開放

時は通路の火災感知器にて感知が可能である。 

したがって，格納容器機器搬出入用ハッチ室には火災感知

器を設置しない設計とする。 

火災感知器の型式毎の特徴等を添付資料3に示す。また，火災

感知器の配置を添付資料4に示す。なお，火災感知器の配置図は，

火災防護に係る審査基準に基づき設計基準対象施設に対して設

置する感知器に加え，重大事故等対処施設に対して設置する感知

器も記載している。 

また，以下に示す火災区域(区画)は，発火源となる可燃物が少

なく可燃物管理により不要な可燃物を持ち込まない運用とする

ことから，火災感知器を設置しない，若しくは発火源となる可燃

物が少なく火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれはないこ

とから，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計

とする。 

火災感知器の型式ごとの特徴等を添付資料２に示す。また，火

災感知器の配置図を添付資料４に示す。 

なお，火災感知器の配置図については，火災防護に係る審査基

準に基づき設計基準対象施設に対して設置する感知器に加え，重

大事故等対処施設に対して設置する感知器も記載している。 

また，以下に示す火災区域又は火災区画は，発火源となる可燃

物がなく，さらに可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用と

し，火災が発生するおそれはないことから，火災感知器を設置し

ない，若しくは発火源となる可燃物が少なく火災により安全機能

へ影響を及ぼすおそれはないことから，消防法又は建築基準法に

基づく火災感知器を設置する設計とする。 

○ 機器搬出入用ハッチ室

機器搬出入用ハッチ室は，照明設備以外の発火源となる可

燃物が設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込

まない運用とする上，通常コンクリートハッチ等にて閉鎖さ

れていること，また，機器搬出入用ハッチ室内に充電部をな

くすよう照明電源を「切」運用としていることから，火災が

発生するおそれはない。 

ハッチ開放時は通路の火災感知器にて感知が可能である。

したがって，機器搬出入用ハッチ室には火災感知器を設置

しない設計とする。 

○ 格納容器所員用エアロック

格納容器所員用エアロックは，照明設備以外の発火源とな

る可燃物が設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持

ち込まない運用とするうえ，通常時（プラント運転中）は，

ハッチにて閉鎖され，エアロック内は窒素ガスが封入され雰

囲気が不活性化されていること，また，エアロック内に充電

部をなくすよう照明の電源を「切」運用としていることから，

火災が発生するおそれはない。 

ハッチ開放時は，格納容器所員用エアロック室の火災感知

器にて感知が可能である。 

したがって，格納容器所員用エアロックには火災感知器を

設置しない設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉では，可燃

物管理を実施する一部

の火災区域又は火災区

画について，火災感知器

を設置しない，若しくは

消防法又は建築基準法

に基づく火災感知器を

設置している 

（以下，別添 1資料 5-⑤

の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 5-⑤の相

違 

 
735



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

○ 給気処理装置室，冷却器コイル室及び排気ルーバ室

給気処理装置室，冷却器コイル室及び排気ルーバ室は，発火

源となるようなものが設置されておらず，可燃物管理により可

燃物を持ち込まな い運用とするうえ，コンクリートの壁で囲わ

れていることから，火災の 影響を受けない。 

したがって，給気処理装置室，冷却器コイル室及び排気ルー

バ室には火災感知器を設置しない設計とする。 

○ 排気管室

排気管室は，排気を屋外に通すための部屋であり，発火源

となるようなものが設置されておらず，可燃物管理により可

燃物を持ち込まない運用とするうえ，コンクリートの壁で囲

われていることから，火災の影響を受けない。 

したがって，排気管室には火災感知器を設置しない設計と

する。 

○ フィルタ室

フィルタ室に設置されているフィルタは難燃性であり，発

火源となるようなものが設置されておらず，可燃物管理によ

り可燃物を持ち込まない運用とするうえ，コンクリートの壁

で囲われていることから，火災の影響を受けない。 

したがって，フィルタ室には火災感知器を設置しない設計

とする。 

○ 使用済燃料プール，復水貯蔵槽，使用済樹脂槽

使用済燃料プール，復水貯蔵槽，使用済樹脂槽については

内部が水で満たされており，火災が発生するおそれはない。 

したがって，使用済燃料プール，復水貯蔵槽，使用済樹脂

槽には火災感知器を設置しない設計とする。 

・非常用ディーゼル発電機ルーフベントファン室

非常用ディーゼル発電機ルーフベントファン室は，コンクリー

トで囲われ，発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管

理により不要な可燃物を持ち込まない運用としていることから，

火災が発生するおそれはない。 

・使用済燃料プール，復水貯蔵タンク，使用済樹脂タンク

使用済燃料プール，復水貯蔵タンク，使用済樹脂タンクについ

ては内部が水で満たされており，火災が発生するおそれはない。 

したがって，使用済燃料プール，復水貯蔵タンク，使用済樹脂

タンクには火災感知器を設置しない設計とする。

○ 燃料プール

燃料プールについては，内部が水で満たされており，火災

が発生するおそれはない。 

したがって，燃料プールには火災感知器を設置しない設計

とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 5-⑤の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 5-⑤の相

違 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根 2 号炉には類似

の区域等はない 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 5-⑤の相

違 

・設備の相違

【東海第二】 

消防法又は建築基準

法に基づく火災感知器

の設置範囲が異なる 
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○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された

火災防護対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート

又は金属により構成された配管，容器，タンク，手動弁，コ

ンクリート構築物については流路，バウンダリとしての機能

が火災により影響を受けることは考えにくいため，消防法又

は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。 

○ フェイルセーフ設計の設備のみが設置された火災区域又は

火災区画 

フェイルセーフ設計の設備については火災により動作機能

を喪失した場合であっても，安全機能が影響を受けることは

考えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器

を設ける設計とする。 

○ 気体廃棄物処理設備エリア排気モニタ検出器設置区画

放射線モニタ検出器は隣接した検出器間をそれぞれ異なる

火災区画に設置する設計とする。これにより火災発生時に同

時に監視機能を喪失することは考えにくく，重要度クラス 3 

の設備として火災に対して代替性を有することから，消防法

又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。 

なお，上記の監視を行う事故時放射線モニタ監視盤を設置

する中央制御室については火災発生時の影響を考慮し，固有

の信号を発するアナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知

器，又は非アナログ式の炎感知器から異なる種類の感知器を

組み合わせて設置する設計とする。 

・不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災

防護対象機器を設けた火災区域又は火災区画

不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された配

管，容器，タンク，弁，コンクリート構築物等については流路，

バウンダリとしての機能が火災により影響を受けないことから消

防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。 

・排気筒モニタ設置区画

放射線モニタ検出器は隣接した検出器間をそれぞれ異なる火災

区画に設置する設計とする。これにより火災発生時に同時に監視

機能を喪失することは考えにくく，重要度クラス3 の設備として

火災に対して代替性を有することから，消防法又は建築基準法に

基づく火災感知器を設ける設計とする。 

なお，上記の監視を行う事故時放射線モニタ監視盤を設置する

中央制御室については火災発生時の影響を考慮し，固有の信号を

発するアナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器の異なる種

類の感知器を組み合わせて設置する設計とする。 

・原子炉建屋付属棟屋上区域

原子炉建屋付属棟屋上区域には，スイッチギア室チラーユニッ

ト，中央制御室チラーユニット及びバッテリー室送風機が設置さ

れている。屋上区域は，可燃物管理により不要な可燃物を持ち込

まない運用とし，当該区域自体は屋外（建屋屋上）環境であるこ

○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された

火災防護対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート

又は金属により構成された配管，容器，タンク，手動弁，コ

ンクリート構築物については流路，バウンダリとしての機能

が火災により影響を受けることは考えにくいため，消防法又

は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。 

○ フェイルセーフ設計の設備のみが設置された火災区域又は

火災区画 

フェイルセーフ設計の設備については火災により動作機能

を喪失した場合であっても，安全機能が影響を受けることは

考えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器

を設ける設計とする。 

なお，フェイルセーフ設計の火災防護対象機器についても，

異なる感知方式の感知器を設置する設計としており，上記設

計を適用していない。 

○ 排気筒モニタ室

放射線モニタ検出器は隣接した検出器間をそれぞれ異なる

火災区域に設置する設計とする。これにより火災発生時に同

時に監視機能を喪失することは考えにくく，重要度クラス３

の設備として火災に対して代替性を有することから，消防法

又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。 

なお，上記の監視を行うプロセス放射線モニタ監視盤を設

置する中央制御室については火災発生時の影響を考慮し，固

有の信号を発するアナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱

感知器を設置する設計とする。 

・設備の相違

【東海第二】 

消防法又は建築基準法

に基づく火災感知器の

設置範囲が異なる 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 設置許可添付書類十

における評価で用いる

モニタが異なる

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 5-②の相

違 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根 2 号炉には類似

の区域等はない 
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3.2．火災感知設備の受信機について 

火災感知設備の受信機は，以下の機能を有する受信機を設

置する。 

○ アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感

知器を１つずつ特定できる機能。

○ 水素ガスの漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び可

燃性ガスの発生が想定される軽油タンク内に設置する防爆型

の火災感知器，及び主蒸気管トンネル室内の非アナログ式熱

感知器を１つずつ特定できる機能。

○ 原子炉格納容器内の火災感知設備の火災受信機盤は，中央制

御室に設置し常時監視できる設計とする。また，受信機盤は，

アナログ式の熱感知器及びアナログ式の煙感知器を１つずつ

特定できる機能を有するよう設計する。ただし，誤作動防止

として起動時の窒素ガス封入後に作動信号を除外する運用と

する。 

○ 屋外の非常用ディーゼル発電機軽油タンク，燃料移送ポンプ

区域を監視する非アナログ式の屋外仕様の炎感知器，アナロ

グ式の熱感知カメラの感知区域を１つずつ特定できる機能。

なお，屋外区域熱感知カメラ火災受信機盤においては，火

災発生場所の詳細はカメラ機能により映像監視 が可能。 

と，機器は金属等の不燃性材料で構成されていることから周囲か

らの火災の影響を受けない。また，火災が発生した場合には，機

器の異常警報が中央制御室に発報するため，運転員が現場に急行

することが可能である。 

3.2 火災感知設備の受信機について 

  火災感知設備の受信機は，以下の機能を有するアナログ式の

受信機を設置する。 

〇アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知

器を1つずつ特定できる設計とする。 

〇水素の漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び軽油貯蔵

タンクマンホール内の空間部に設置する非アナログ式の防爆

型の煙感知器と防爆型の熱感知器及び主蒸気管トンネル室内

の非アナログ式熱感知器が接続可能であり，作動した火災感知

器を1つずつ特定できる設計とする。 

〇屋外の海水ポンプ室を監視する非アナログ式の炎感知器及び

アナログ式の熱感知カメラが接続可能であり，感知区域を1つ

ずつ特定できる設計とする。なお，屋外区域熱感知カメラ火災

受信機盤においては，カメラ機能による映像監視(熱サーモグ

ラフィ)により特定が可能な設計とする。

3.2. 火災感知設備の受信機について 

火災感知設備の受信機は，以下の機能を有する受信機を設

置する。 

○ アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感

知器を１つずつ特定できる設計とする。

○ 水素ガスの漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び可

燃性ガスの発生が想定されるディーゼル発電機燃料貯蔵タン

ク室内の空間部に設置する非アナログ式の防爆型の火災感知

器及び主蒸気管室内の非アナログ式熱感知器を１つずつ特定

できる設計とする。 

○ 原子炉格納容器内の火災感知設備の火災受信機盤は，中央制

御室及び補助盤室に設置し常時監視できる設計とする。また，

受信機盤は，アナログ式の熱感知器及びアナログ式の煙感知

器を 1 つずつ特定できる設計とする。ただし，誤作動防止と

して起動時の窒素ガス封入後に作動信号を除外する運用とす

る。 

○屋外の海水ポンプエリアを監視する非アナログ式の炎感知器

及びアナログ式の熱感知カメラが接続可能であり，感知区域

を 1 つずつ特定できる設計とする。なお，屋外区域熱感知カ

メラ火災受信機盤においては，カメラ機能による映像監視(熱

サーモグラフィ)により特定が可能な設計とする。

○ 屋外開放のディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びデ

ィーゼル発電機排気管室を監視する非アナログ式の炎感知器

及びアナログ式の熱感知器が接続可能であり，作動した火災

感知器を１つずつ特定できる設計とする。 

○ 屋外のＡ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエ

リアを監視する非アナログ式の炎感知器，非アナログ式の熱

感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を 1 つずつ特

定できる設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 5-②の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，中央制

御室で火災監視ができ

るよう総合操作盤を中

央制御室に隣接する補

助盤室に設置し，副防災

盤を中央制御室へ設置

する設計としている（以

下，別添 1 資料 5-⑥の

相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 5-②の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

別添 1 資料 5-②の相

違 
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○ 原子炉建屋オペレーティングフロアを監視する非アナログ

式の炎感知器を１つずつ特定できる機能。

○ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチを監

視するアナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器の感知区

域を１つずつ特定で きる機能。 

光ファイバケーブル式熱感知器は，中央制御室に設置した

受信機においてセンサ用光ファイバケーブルの長手方向に対

し約 2m 間隔で火源の特定が可能である非常用ディーゼル発

電機燃料移送系ケーブルトレンチにおいては，可燃物がケー

ブルのみであることから，ケーブル近傍にセンサ用光ファイ

バケーブルを敷設することで，火災の早期感知及び火源特定

が可能となる。 

3.3．火災感知設備の電源について 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために

必要な構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区

画の火災感知設備の受信機は，外部電源喪失時においても火

災の感知が可能となるよう，非常用電源から受電する。さら

に，外部電源喪失時に非常用ディーゼル発電機から電力が供

給されるまでの間も火災の感知が可能となるように，蓄電池

を内蔵し 70 分間※電源供給が可能である。 

※ 消防法施行規則第二十四条で要求している蓄電池容量

3.4．火災感知設備の中央制御室での監視について 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために

必要な構築物，系統及び機器に発生した火災は，中央制御室

に設置されている火災感知設備の受信機で監視できる設計と

する。 

なお，火災が発生していない平常時には，中央制御室内の

巡視点検によって，火災が発生していないこと及び火災感知

設備に異常がないことを火災受信機盤で確認する。 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために

必要な構築物，系統及び機器の設置する火災区域又は火災区

画の火災感知設備の火災受信機盤には，以下の 2 つがある。 

〇原子炉建屋原子炉棟6階（オペレーティングフロア）を監視す

る非アナログ式の炎感知器が接続可能であり，作動した炎感知器

を1つずつ特定できる設計とする。 

3.3 火災感知設備の電源について 

原子炉の安全停止に必要な機器等を設置する火災区域(区画)

の火災感知設備の受信機は，外部電源喪失時においても火災の

感知が可能となるよう，非常用電源から受電する。さらに，外

部電源喪失時に非常用ディーゼル発電機から電力が供給される

までの間も火災の感知が可能となるように，蓄電池を内蔵し70

分間※電源供給が可能である。 

※消防法施行規則第二十四条で要求している蓄電池容量

3.4 火災感知設備の中央制御室での監視について 

  原子炉の安全停止に必要な機器に発生した火災は，中央制御

室に設置されている火災感知設備の受信機で監視できる設計と

する。 

なお，火災が発生していない平常時には，中央制御室内の巡

視点検によって，火災が発生していないこと及び火災感知設備

に異常がないことを火災受信機盤で確認する。 

  原子炉の安全停止に必要な機器等の設置する火災区域(区画)

の火災感知設備の火災受信機盤の概要及び機能について，第5-1

表及び機能について第5-2表に示す。 

○ 原子炉建物オペレーティングフロアを監視する非アナログ

式の炎感知器を１つずつ特定できる設計とする。

○ Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及びＢ

－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチを監

視する非アナログ式の防爆型の火災感知器が接続可能であ

り，作動した火災感知器を 1つずつ特定できる設計とする。 

3.3. 火災感知設備の電源について 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必

要な構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画の

火災感知設備の受信機は，外部電源喪失時においても火災の感

知が可能となるよう非常用電源から受電する。さらに，外部電

源喪失時に非常用ディーゼル発電機から電力が供給されるま

での間も火災の感知が可能となるように，蓄電池を内蔵し70

分間※電源供給が可能である。 

※：消防法施行規則第二十四条で要求している蓄電池容量 

3.4. 火災感知設備の中央制御室での監視について 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために

必要な構築物，系統及び機器に発生した火災は，中央制御室

及び補助盤室に設置されている火災感知設備の受信機で監視

できる設計とする。 

なお，火災が発生していない平常時には，中央制御室内の

巡視点検によって，火災が発生していないこと及び火災感知

設備に異常がないことを火災受信機盤で確認する。 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために

必要な構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区

画の火災感知設備の火災受信機盤の概要を第５-１表に示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 別添 1 資料 5-②の相

違及び別添 1 資料 5-④

の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

別添 1 資料 5-⑥の相

違 
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第5-1表 火災感知設備の火災受信機盤の概要 

第5-2表 火災感知設備の火災受信機盤の機能 

第５-１表 火災感知設備の火災受信機盤の概要 ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，中央制

御室で火災監視ができ

るよう総合操作盤を中

央制御室に隣接する補

助盤室に設置し，副防災

盤を中央制御室へ設置

する設計としている 
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3.5．火災感知設備の耐震設計について 

火災感知設備については,火災区域及び火災区画に設置さ

れた原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するため

に必要な構築物，系統及び機器の耐震クラスに応じて，地震

に対して機能を維持できる設計とする。（第 5-1 表） 

耐震設計を確認するための対応は，第 5-2 表のとおりであ

る。 

第 5-1 表：火災感知設備の耐震設計 

第 5-2 表：Ss 機能維持を確認するための対応 

＾ 

3.5 火災感知設備の耐震設計について 

原子炉の安全停止に必要な機器等を防護するために設置する火

災感知設備は，耐震Ｂ・Ｃクラス機器に基準地震動による損傷に

伴う火災が発生しても火災防護対象機器等に波及的影響を与えな

いよう,原子炉の安全停止に必要な機器等の耐震クラスに応じて，

機能を維持できる設計とする。(第5-3表) 

また，耐震設計を確認するための対応は第5-4表，火災感知設備

の加振試験の概要は第5-5表のとおりである。 

第5-3表 火災感知設備の耐震設計 

第5-4表 Ss機能維持を確認するための対応 

第5-5表 火災感知設備の加振試験の概要 

3.5. 火災感知設備の耐震設計について 

火災感知設備については，火災区域又は火災区画に設置され

た原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必

要な構築物，系統及び機器の耐震クラスに応じて，地震に対し

て機能を維持できる設計とする。（第５-２表） 

耐震設計を確認するための対応は，第５-３表のとおりであ

る。 

第５-２表 火災感知設備の耐震設計 

第５-３表 Ｓｓ機能維持を確認するための対応 

主な安全機能を有する 

構築物，系統及び機器 
火災感知設備の耐震設計 

非常用炉心冷却系ポンプ Ｓｓ機能維持 

非常用蓄電池 Ｓｓ機能維持 

非常用ディーゼル発電機 Ｓｓ機能維持 

確認対象 火災感知設備の耐震設計 

受信機 加振試験 

感知器 加振試験 
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3.6．火災感知設備に対する試験検査について 

アナログ式の火災感知器を含めた火災感知設備は，機能に

異常がないことを確認するために，自動試験を実施する。 

ただし，試験機能のない火災感知器は，機能に異常がない

ことを確認するために，消防法施行規則第三十一条の六に基

づき，半年に一度の機器点検時及び１年に一度の総合点検時

に，煙等の火災を模擬した試験を実施する。 

以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置す

る火災区域又は火災区画に設置する火災感知器については，火

災防護に係る審査基準に則り，環境条件等を考慮した火災感知

器の設置，異なる種類を組み合わせた火災感知器の設置，非常

用電源からの受電，火災受信機盤の中央制御室への設置を行う

設計とする。一部非アナログ式の感知器を設置するが，それぞ

れ誤作動防止対策を実施する。 

また，非アナログ式の炎感知器及びアナログ式の熱感知カメ

ラについては作動した火災感知器を１つずつ特定できる機能は

ないが，火災発生場所を感知区域ごとに特定できる機能を有し

ており，火災感知後の現場確認において火災源の特定が可能で

ある。また，アナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器は感

3.6 火災感知設備に対する試験検査について 

火災感知設備は，機能に異常が無いことを確認するために，

自動試験及び遠隔試験※を実施する。 

なお，試験機能のない火災感知器は，機能に異常が無いこと

を確認するために，消防法施行規則第三十一の六に基づき，6

ヵ月に1度の機器点検及び１年に1回の総合点検時に，煙等の火

災を模擬した試験を実施する。 

※消防法 （昭和二十三年法律第百八十六号）第二十一条の二

第二項の規定に基づく，中継器に係る技術上の規格を定め

る省令 （昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規

格省令」という。）第二条第十二号 に規定する自動試験機

能又は同条第十三号 に規定する遠隔試験機能 

自動試験機能･･･火災報知設備に係る機能が適正に維持さ

れていることを自動的に確認することがで

きる装置による火災報知設備に係る試験機

能をいう 

     遠隔試験機能･･･感知器に係る機能が適正に維持されている

ことを、当該感知器の設置場所から離れた

位置において確認することができる装置に

よる試験機能をいう 

以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置す

る火災区域(区画)に設置する火災感知器は，火災防護に係る審

査基準により，環境条件を考慮した火災感知器の設置，異なる

種類を組み合わせた火災感知器の設置，非常用電源からの受電，

火災受信機盤を中央制御室に設置する設計とする。一部非アナ

ログ式の感知器を設置するが，それぞれ誤作動防止対策を実施

する。 

また，非アナログ式の感知器及び熱感知カメラは，作動した

火災感知器を1つずつ特定できる機能はないが，感知器ごとの単

独配線や熱感知カメラの画像により，火災感知時の火災源の特

定が可能である。 

3.6. 火災感知設備に対する試験検査について 

アナログ式の火災感知器を含めた火災感知設備は，機能に異

常がないことを確認するために，自動試験を実施する。 

ただし，試験機能のない火災感知器は，機能に異常がないこ

とを確認するために，消防法施行規則第三十一条の六に基づ

き，半年に一度の機器点検時及び１年に一度の総合点検時に，

煙等の火災を模擬した試験を実施する。 

以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置す

る火災区域又は火災区画に設置する火災感知器については，火

災防護に係る審査基準に則り，環境条件等を考慮した火災感知

器の設置，異なる感知方式を組み合わせた火災感知器の設置，

非常用電源からの受電，火災受信機盤の中央制御室への設置を

行う設計とする。一部非アナログ式の感知器を設置するが，そ

れぞれ誤作動防止対策を実施する。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 別添 1 資料 5-①の相

違 
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知区域ごとの警報を発報するが，中央制御室に設置した火災受

信機において，センサ用光ファイバケーブルの長手方向に対し

て約 2m 間隔で火源の特定が可能である。これらにより，火災

感知設備については十分な保安水準が確保されているものと考

える。 
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添付資料１ 

実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準（抜粋） 

添付資料 1 

実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準 

（抜粋） 

添付資料１ 

実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準（抜粋） 
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添付資料１ 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.2 火災の感知、消火 

2.2.1  火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火

災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設

計であること。 

(1)火災感知設備

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、

空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮し

て型式を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置

すること。

② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異

なる種類の感知器又は同等の機能を有する機器を組合

せて設置すること。また、その設置にあたっては、感

知器等の誤作動を防止するための方策を講じること。 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保

する設計であること。

④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。

(参考) 

(1) 火災感知設備について

早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないに

もかかわらず火災信号を発すること）を防止するため

の方策がとられていること。

添付資料 1 

実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準

(抜粋) 

2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火

災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設

計であること。 

（1）火災感知設備 

①各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気

流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選

定し、早期に火災を感知できる場所に設置すること。

②火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類

の感知器又は同等の機能を有する機器を組合せて設置するこ

と。また、その設置にあたっては、感知器等の誤作動を防止

するための方策を講じること。 

③外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設

計であること。

④中央制御室等で適切に監視できる設計であること。

(参考) 

(1) 火災感知設備について

  早期に火災を感知し、かつ、誤作動(火災でないにもかかわら

ず火災信号を発すること)を防止するための方策がとられてい

ること。 

添付資料１ 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（抜粋） 

2.2 火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるよう

に、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火

災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設

計であること。 

(1) 火災感知設備

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、

空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮

して型式を選定し、早期に火災を感知できるよう固有

の信号を発する異なる感知方式の感知器等（感知器及

びこれと同等の機能を有する機器をいう。以下同じ。）

をそれぞれ設置すること。また、その設置に当たって

は、感知器等の誤作動を防止するための方策を講ずる

こと。 

② 感知器については消防法施行規則（昭和３６年自治省

令第６号）第２３条第４項に従い、感知器と同等の機

能を有する機器については同項において求める火災

区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器

及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和５

６年自治省令第１７号）第１２条から第１８条までに

定める感知性能と同等以上の方法により設置するこ

と。 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保

する設計であること。

④ 中央制御室で適切に監視できる設計であること。

（参考） 

(1) 火災感知設備について

早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないに

もかかわらず火災信号を発すること）を防止するため

の方策がとられていること。 
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（早期に火災を感知するための方策） 

・固有の信号を発する異なる種類の感知器としては、

例えば、煙感知器と炎感知器のような組み合わせと

なっていること。 

・感知器の設置場所を１つずつ特定することにより火

災の発生場所を特定するこ とができる受信機を用

いられていること。

（誤作動を防止するための方策） 

・平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、

火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握す

ることができるアナログ式の感知器を用いられてい

ること。

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難にな

るおそれがある場合は、自動試験機能又は遠隔試験機能

により点検を行うことができる感知器が用いられている

こと。 

炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を

備えた監視カメラシステムを用いても差し支えない。こ

の場合、死角となる場所がないように当該システムが適

切に設置されていること。 

2.2.2  火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すよう

に、地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の

機能、性能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講

じた設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されな

い設計であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した

設計であること。 

(早期に火災を感知するための方策) 

・固有の信号を発する異なる種類の感知器としては、例えば、

煙感知器と炎感知器のような組み合わせとなっているこ

と。 

・感知器の場所を 1つずつ特定することにより火災の発生場

所を特定することができる受信機を用いられていること。

(誤作動を防止するための方策) 

・平常時の状況(温度、煙の濃度)を監視し、かつ、火災現象

(急激な温度や煙の濃度の上昇)を把握することができるア

ナログ式の感知器を用いられていること。

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるお

それがある場合は、自動試験機能又は遠隔試験機能により点

検を行うことができる感知器が用いられていること。 

炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を備え

た監視カメラシステムを用いても差し支えない。この場合、

死角となる場所がないように当該システムが適切に設置され

ていること。 

 2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、

地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が

維持される設計であること。 

（1）凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設

計であること。 

（2）風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計で

あること。 

（3）消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計で

あること。 

なお、感知の対象となる火災は、火炎を形成できな

い状態で燃焼が進行する無炎火災を含む。 

（早期に火災を感知するための方策） 

・固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等をそ

れぞれ設置することとは、例えば、熱感知器と煙感

知器のような感知方式が異なる感知器の組合せや熱

感知器と同等の機能を有する赤外線カメラと煙感知

器のような組合せとなっていること。 

・感知器の設置場所を 1 つずつ特定することにより火

災の発生場所を特定することができる受信機が用い

られていること。 

（誤作動を防止するための方策） 

・平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、

火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握す

ることができるアナログ式の感知器を用いられてい

ること。

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難にな

るおそれがある場合は、自動試験機能又は遠隔試験機能

により点検を行うことができる感知器が用いられている

こと。 

炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を

備えた監視カメラシステムを用いても差し支えない。こ

の場合、死角となる場所がないように当該システムが適

切に設置されていること。 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すよう

に、地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の

機能、性能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講

じた設計であること。

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない

設計であること。

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した

設計であること。
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（参考） 

火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震

B・Cクラスの機器が設置されている場合が考えられる。

これらの機器が基準地震動により損傷し S クラス機器

である原子炉の火災防護対象機器の機能を失わせること

がないことが要求されるところであるが、その際、耐震 

B・C クラス機器に基準地震動による損傷に伴う火災が発

生した場合においても、火災防護対象機器等の機能が維

持されることについて確認されていなければならない。 

(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能し

なくなることのないよう、設計に当たっては配置が考慮

されていること。 

(参考) 

  火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震 B、Cク

ラスの機器が設置されている場合が考えられる。これらの機器

が基準地震動により損傷し Sクラス機器である原子炉の火災防

護対象機器の機能を失わせることがないことが要求されるとこ

ろであるが、その際、耐震 B、Cクラス機器に基準地震動による

損傷に伴う火災が発生した場合においても、火災防護対象機器

等の機能が維持されることについて確認されていなければなら

ない。 

（2）消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなく

なることのないよう、設計に当たっては配置が考慮されてい

ること。 

（参考） 

火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震

B・Cクラスの機器が設置されている場合が考えられる。

これらの機器が基準地震動により損傷しSクラス機器で

ある原子炉の火災防護対象機器の機能を失わせることが

ないことが要求されるところであるが、その際、耐震B・

Cクラス機器に基準地震動による損傷に伴う火災が発生

した場合においても、火災防護対象機器等の機能が維持

されることについて確認されていなければならない。 

(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能し

なくなることのないよう、設計に当たっては配置が考

慮されていること。
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添付資料 2 

東海第二発電所における 

防爆型火災感知器について 

・記載箇所の相違（東海

第二の添付資料２に

ついては以後同じ） 

【東海第二】 

島根２号炉は，添付資

料２に防爆型火災感知

器の仕様を記載してい

る 
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添付資料 2 

東海第二発電所における火災感知器の型式ごとの特徴等について 

1．はじめに

蓄電池室などに設置する防爆型火災感知器は，熱感知器と煙感

知器並びに炎感知器であるが，これらの感知器の防爆性能につい

て以下に示す。 

なお，炎感知器は，一般産業における需要が少ないことから，

消防検定を有する防爆型の感知器は存在しない。 

2．防爆型熱感知器 

防爆型熱感知器は，感熱素子サーミスタを用いて熱を検出し，

周囲温度が一定値以上になったときに受信機に火災信号を発す

る。サーミスタは温度変化により抵抗値が変化する素子で，一定

周期で電流を流してサーミスタの両端にかかる電圧を測定し，温

度検出回路にて変換した電圧値を内部制御回路に送り，制御回路

にて一定時間内での温度上昇値を測定し，温度上昇率が設定値を

超えた場合に火災と判断し，受信機に火災信号を発する。(第 1 図) 

防爆型熱感知器は，内部の電気回路に可燃性ガスなどが侵入し，

爆発が生じても，爆発による可燃が外部の可燃性ガス等に点火し

ないよう，全閉の構造となっていることから，防爆性能(耐圧防爆

構造※１)を有する。 

※1 耐圧防爆構造(「電気機器器具防爆構造規格」労働省告示第

16 条) 

全閉構造であって，可燃性ガス（以下「ガス」という。）又は

引火性の蒸気(以下「蒸気」という。)が容器内部に侵入して爆発を

生じた場合に，当該容器が爆発圧力に耐え，かつ，爆発による火

災が当該容器の外部のガス又は蒸気に点火しないようにしたもの

をいう。 
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第1図 防爆型熱感知器概要 

 

3. 防爆型煙感知器 

防爆型煙感知器(耐圧防爆型光電式スポット型煙感知器)の概要

を第2図に示す。動作原理は，発光回路で一定時間毎にLED（発光

素子）に対して電流を流し発光させ，発光した光は，レンズを通

して防爆容器外部へ照射される。その光を，煙がチャンバー内に

流入すると，煙に反射して散乱光を生じる。この散乱光を，レン

ズを通してPD（受光素子）が検知し，電気信号に変換し，受光回

路でこれを検出する。受光回路で検出した信号は，マイコンで測

定され，一定のレベルを越えると火災信号をL－C 線（P 型受信機，

中継器等）を通じ，受信機へ送信する。 
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第2図 耐圧防爆型光電式スポット型煙感知器の概要 

4. 防爆型炎感知器

防爆型炎感知器(赤外線３波長式炎感知器)の概要を第3図に示

す。Co2共鳴放射帯域を検出する原理であり，波長4.0μm，4.4μ

m，5.0μmの赤外線域のみ検出するよう，3つの赤外線センサが搭

載されている。3つのセンサの出力は，炎からのCo2共鳴放射帯域

を検知した場合にのみ火災と判断し，警報を発報する。なお，蛍

光灯等人工照明には反応しない。 
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第 3 図 防爆型炎感知器の概要 

5. 感知器の感知方式と発報箇所の特定

誤作動防止の観点より，平常時の状況を監視し，かつ，火災現

象を把握することができるアナログ式の感知器の採用を基本とし

ているが，防爆型火災感知器を設置する蓄電池室は換気空調設備

により室内環境が安定しており誤作動は起きにくいため，蓄電池

内の圧力が上昇した場合に作動する制御弁によって水素を放出す

ることを考慮し，水素による爆発リスクを低減する観点から，防

爆型の非アナログ式の火災感知器を設置する。 

非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ室についても，室内環

境が安定しており誤作動は起きにくい。また，軽油貯蔵タンク設

置区域は地下埋設構造としており安定した環境を維持するが，軽

油貯蔵タンク上部の点検用マンホールから地上までの空間におい

ては軽油燃料が気化して内部に充満する可能性が否定できない。
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万が一気化した軽油燃料による爆発リスクを低減する観点からポ

ンプ室内及びマンホール上部空間内には，防爆型の非アナログ式

の熱感知器及び防爆型の煙感知器を設置する設計とする。 

海水ポンプ室は，降水等の浸入による故障が想定されるため，

非アナログ式の屋外仕様の防爆型炎感知器（赤外線方式）とアナ

ログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式）を設置する。非

アナログ式の感知器及び熱感知カメラは，作動した火災感知器を

１つずつ特定できる機能はないが，感知器ごとの単独配線や熱感

知カメラの画像確認により，発報箇所の特定を行う。 
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